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第 19号 

令和元年(2019年) 

7月 9日 

火曜日 

目 次 

条例のあらまし 
○ 埼玉県手数料条例の一部を改正する条例のあらまし（財政課） 

○ 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例のあらまし（市町村

課） 

○ 埼玉県行政不服審査法関係手数料条例の一部を改正する条例のあらまし（文書課） 

○ 埼玉県税条例の一部を改正する条例のあらまし（税務課） 

○ 埼玉県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部

を改正する条例のあらまし（保健体育課） 

○ 埼玉県公安委員会等が行う事務に関する手数料条例の一部を改正する条例のあらまし

（保安課） 

条例 
○ 埼玉県手数料条例の一部を改正する条例（財政課） 

○ 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（市町村課） 

○ 埼玉県行政不服審査法関係手数料条例の一部を改正する条例（文書課） 

○ 埼玉県税条例の一部を改正する条例（税務課） 

○ 埼玉県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部

を改正する条例（保健体育課） 

○ 埼玉県公安委員会等が行う事務に関する手数料条例の一部を改正する条例（保安課） 

規則 
○ 埼玉県税条例施行規則の一部を改正する規則（税務課） 

告示 
○ 参議院議員通常選挙投票用紙印刷業務に関する契約の相手方等の告示（市町村課） 

○ 大里用水土地改良区の定款変更認可（農村整備課） 

○ 秦第二土地改良区の定款変更認可（農村整備課） 

○ 雨水流出抑制施設の告示（河川砂防課） 

○ さいたま都市計画高度利用地区の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 

○ 上尾都市計画高度利用地区の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 

○ 春日部都市計画高度利用地区の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 
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○ さいたま都市計画地区計画の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 

○ 県立特別支援学校塙保己一学園及び県立上尾特別支援学校スクールバス運行業務委託

に関する入札公告（特別支援教育課） 

○ 県立熊谷特別支援学校スクールバス運行業務委託に関する入札公告（特別支援教育課） 

○ 県立大宮北特別支援学校スクールバス運行業務委託に関する入札公告（特別支援教育

課） 

○ 県立越谷西特別支援学校スクールバス運行業務委託に関する入札公告（特別支援教育

課） 

○ 県立所沢おおぞら特別支援学校スクールバス運行業務委託に関する入札公告（特別支援

教育課） 

○ 埼玉県警察本部分庁舎（宮原）ほか 44施設で使用する電気に関する落札者等の公示（会

計課） 

○ 県道志木停車場線の供用の開始（朝霞県土整備事務所） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（越谷建築安全センター） 

 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
二
号
）
（
財
政
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

消
費
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
電
気
工
事
士
免
状
交
付
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す
る
た 

 

め
の
改
正
。 

二 

内
容 

 
 

消
費
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
手
数
料
の
改
定 

 
 

（
例
）
電
気
工
事
士
免
状
交
付
手
数
料
（
第
二
種
電
気
工
事
士
免
状
） 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

現
行 

 

五
千
二
百
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

改
正
後 

五
千
三
百
円 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
元
年
十
月
一
日 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第

三
号
）
（
市
町
村
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

選
挙
長
等
の
報
酬
の
額
を
改
定
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

選
挙
長
、
選
挙
分
会
長
及
び
審
査
分
会
長
の
報
酬 

 
 

現
行 

 

一
〇
、
六
〇
〇
円 

 
 

改
正
後 

一
〇
、
八
〇
〇
円 

 

㈡ 

選
挙
立
会
人
及
び
審
査
分
会
立
会
人
の
報
酬 

 
 

現
行 

 

八
、
八
○
○
円 

 
 

改
正
後 

八
、
九
○
○
円 

三 

施
行
期
日
等 

 
 

公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
元
年
七
月
二
十
八
日
に
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
な
る
参
議

院
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
か
ら
適
用 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
行
政
不
服
審
査
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
四
号
）

（
文
書
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

工
業
標
準
化
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
。 

二 

内
容 

 
 

用
語
の
改
正 

     

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

改
正
後 

現
行 

 

日
本
産
業
規
格 

日
本
工
業
規
格 

用
語 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
五
号
）
（
税
務
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

地
方
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
法
人
事
業
税
の
税
率
を
引
き
下
げ
る
等
を
行
う
。 

二 

内
容 

 

㈠ 

個
人
県
民
税 

 
 

 

個
人
県
民
税
の
非
課
税
措
置
の
対
象
に
単
身
児
童
扶
養
者
を
追
加
す
る
。 

 

㈡ 

法
人
事
業
税 

 
 

 

法
人
事
業
税
（
所
得
割
及
び
収
入
割
に
限
る
。
）
の
税
率
を
引
き
下
げ
る
。 

 

㈢ 

自
動
車
税 

 
 

ア 

環
境
性
能
割 

 
 

 

(ア) 

環
境
性
能
に
応
じ
て
定
め
る
税
率
の
適
用
区
分
を
見
直
す
と
と
も
に
、
令
和
元
年
十

月
一
日
か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
臨
時
的
軽
減
措
置
を
講
ず
る
。 

 
 

 

(イ) 

過
疎
地
域
等
に
お
け
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
に
対
す
る
非
課
税
措
置
に
関
し
て
、
県
の

条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
要
件
を
規
定
す
る
。 

 
 

 

(ウ) 

公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
し
た
バ
ス
及
び
タ
ク
シ
ー
（
い
ず
れ
も
新
車

に
限
る
。
）
を
取
得
し
た
場
合
に
課
税
標
準
か
ら
一
定
額
を
控
除
す
る
特
例
措
置
を
令

和
元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
講
ず
る
。 

 
 

 

(エ) 

一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
新
車
の
先
進
安
全
自
動
車
を
取
得
し
た
場
合
に
課
税
標
準

か
ら
一
定
額
を
控
除
す
る
特
例
措
置
を
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
講
ず
る
。 

 
 

イ 

種
別
割 

 
 

 

(ア) 

令
和
元
年
十
月
一
日
以
後
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
自
家
用
の
乗
用
車
等
に
係
る

税
率
を
引
き
下
げ
る
。 

 
 

 

(イ) 

排
出
ガ
ス
性
能
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
自
動
車
の
税
率
を
軽
減
す
る
特
例
措
置

（
軽
課
）
及
び
初
回
新
規
登
録
か
ら
一
定
年
数
を
経
過
し
た
環
境
負
荷
の
大
き
い
自
動

車
の
税
率
を
重
く
す
る
特
例
措
置
（
重
課
）
の
見
直
し
等
を
行
う
。 

 

㈣ 

そ
の
他 

 
 

 

地
方
税
法
等
の
改
正
及
び
元
号
が
改
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
元
年
十
月
一
日 

 
 

二
㈠
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日 

 
 

二
㈢
イ
(イ)
の
う
ち
、
特
例
措
置
（
軽
課
）
の
対
象
を
電
気
自
動
車
等
に
限
定
す
る
見
直
し
等



に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日 

 
 

二
㈣
の
う
ち
、
個
人
県
民
税
に
係
る
規
定
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
又
は

令
和
六
年
一
月
一
日 

 
 

二
㈣
の
う
ち
、
不
動
産
取
得
税
に
係
る
規
定
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
農
地
中
間
管
理
事
業
の

推
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
施
行
の
日 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
六
号
）
（
保
健
体
育
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る 

 

政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
対
す
る 

 

休
業
補
償
等
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
補
償
基
礎
額
及
び
介
護
補
償
の
額
の
改
定
等
を
す
る 

 

た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

補
償
基
礎
額
、
介
護
補
償
の
額
の
改
定
及
び
そ
の
他
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

 
 

 



本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉

県
条
例
第
七
号
）
（
保
安
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

消
費
税
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
手
数
料
等
の
額
を
改
定
す

る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

 
 

地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
手
数
料
の
改
定 

 
 

 
 

（
例
）
機
械
警
備
業
務
管
理
者
講
習
手
数
料 

 
 

 
 

 
 

 

（
現
行
）
三
万
八
千
円 
→ 

（
改
正
後
）
三
万
九
千
円 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
元
年
十
月
一
日 



条

例 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
元
年
七
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
危
機
管
理
防
災
部
の
項
第
九
号
中
「
六
千
五
百
円
」
を
「
六
千
六
百
円
」
に
、
「
四
千
五

百
円
」
を
「
四
千
六
百
円
」
に
、
「
三
千
六
百
円
」
を
「
三
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十

三
号
中
「
一
万
七
千
円
」
を
「
一
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
七
号
中
「
九
千
円
」
を
「
九

千
三
百
円
」
に
、
「
八
千
五
百
円
」
を
「
八
千
八
百
円
」
に
、
「
八
千
四
百
円
」
を
「
八
千
七
百

円
」
に
、
「
七
千
九
百
円
」
を
「
八
千
二
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
八
号
中
「
七
千
六
百
円
」

を
「
七
千
九
百
円
」
に
、
「
七
千
百
円
」
を
「
七
千
四
百
円
」
に
、
「
六
千
円
」
を
「
六
千
二
百

円
」
に
、
「
五
千
五
百
円
」
を
「
五
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
十
九
号
中
「
五
千
九
百
円
」

を
「
六
千
円
」
に
、
「
五
千
二
百
円
」
を
「
五
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
五
十
号
中
「
二
千

六
百
円
」
を
「
二
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
項
第
五
十
一
号
中
「
二
千
円
」
を
「
二
千
百
円
」
に

改
め
、
同
項
第
六
十
九
号
中
「
二
万
七
百
円
」
を
「
二
万
千
四
百
円
」
に
、
「
二
万
二
百
円
」
を

「
二
万
九
百
円
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
環
境
部
の
項
第
三
号
中
「
八
千
円
」
を
「
八
千
百
円
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
保
健
医
療
部
の
項
第
九
十
一
号
中
「
二
万
六
百
円
」
を
「
二
万
七
百
円
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
産
業
労
働
部
の
項
第
十
二
号
中
「
一
万
七
千
九
百
円
」
を
「
一
万
八
千
二
百
円
」
に
、
「
一

万
千
九
百
円
」
を
「
一
万
二
千
百
円
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
都
市
整
備
部
の
項
第
七
十
三
号
中
「
一
万
九
千
二
百
円
」
を
「
一
万
九
千
三
百
円
」
に
改

め
、
同
項
第
七
十
六
号
中
「
一
万
七
千
七
百
円
」
を
「
一
万
七
千
九
百
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

 

 



条

例 

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。 

令
和
元
年
七
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
三
号 

 
 

 

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

選
挙
長
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
中
「
一
〇
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
八
〇
〇
円
」
を
「
八
、

九
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
令
和
元
年
七
月
二
十
八
日
に
任
期
が
満
了
す
る
こ
と
と
な
る
参

議
院
議
員
の
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
か
ら
適
用
す
る
。 



条

例 

埼
玉
県
行
政
不
服
審
査
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
元
年
七
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
四
号 

 
 

 

埼
玉
県
行
政
不
服
審
査
法
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
行
政
不
服
審
査
法
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
五
号
）
の 

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
の
備
考
一
中
「
日
本
工
業
規
格
」
を
「
日
本
産
業
規
格
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



条

例 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
元
年
七
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
五
号 

 
 

 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

埼
玉
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
中
「
又
は
寡
夫
」
を
「
、
寡
夫
又
は
単
身
児
童
扶
養
者
」

に
改
め
る
。 

第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
」
を
「
第
七
百
三
十
九
条
の
五
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
六
条
の
五
の
見
出
し
中
「
扶
養
親
族
申
告
書
」
を
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
に
改
め
、

同
条
第
一
項
中
「
同
項
の
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
六
条
の
六
の
見
出
し
中
「
扶
養
親
族
申
告
書
」
を
「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
に
改
め
、

同
条
第
一
項
中
「
第
二
百
三
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
「
な

ら
な
い
者
」
の
下
に
「
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税

法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的

年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
、

扶
養
親
族
（
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
若
し
く
は
単
身
児
童
扶
養
者
で
あ

る
者
」
を
加
え
、
「
同
項
の
」
を
「
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
、

「
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
」
を
「
公
的
年
金
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
百

三
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
二
百
三
条
の
六
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
八
条
中
「
第
四
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
七
百
三
十
九
条
の
四
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
号
ハ
の

表
中
「
百
分
の
一
・
九
」
を
「
百
分
の
〇
・
四
」
に
、
「
百
分
の
二
・
七
」
を
「
百
分
の
〇
・

七
」
に
、
「
百
分
の
三
・
六
」
を
「
百
分
の
一
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
に
よ
つ
て
」
を

「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
号
の
表
中
「
百
分
の
五
」
を
「
百
分
の
三
・
五
」
に
、
「
百
分
の
六
・

六
」
を
「
百
分
の
四
・
九
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、

同
号
の
表
中
「
百
分
の
五
」
を
「
百
分
の
三
・
五
」
に
、
「
百
分
の
七
・
三
」
を
「
百
分
の
五
・

三
」
に
、
「
百
分
の
九
・
六
」
を
「
百
分
の
七
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
百
分
の
一
・
三
」

を
「
百
分
の
一
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
ハ
中
「
百
分
の
三
・
六
」
を
「
百
分
の
一
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
百
分
の
六
・
六
」
を
「
百
分
の
四
・
九
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
百
分
の
九
・
六
」
を
「
百
分
の
七
」
に
改
め
る
。 



第
三
十
二
条
の
十
一
の
六
の
見
出
し
中
「
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
等
」
を
「
農
地
中
間

管
理
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律

第
六
十
五
号
）
第
十
一
条
の
十
四
に
規
定
す
る
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
又
は
」
及
び
「
（
以

下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
等
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、

「
第
四
条
第
三
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
農
地
売
買
等
事
業
又
は
同
法
」
を
「
（
昭
和
五
十
五

年
法
律
第
六
十
五
号
）
」
に
改
め
、
「
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
「
当
該
期
間
」
を
「
当
該
貸
付

期
間
」
に
、
「
第
三
項
に
お
い
て
「
農
地
売
買
等
事
業
」
を
「
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お

い
て
「
農
地
売
買
事
業
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
（
こ
れ
ら
の
土
地
の
取

得
の
日
」
を
「
（
同
日
」
に
、
「
土
地
改
良
法
に
よ
る
」
を
「
土
地
改
良
法
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
」
に
、
「
同
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
」
を
「
同
項
第
二
号
」
に
、
「
当
該
事
業
」

を
「
当
該
農
地
売
買
事
業
」
に
、
「
当
該
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
等
」
を
「
当
該
農
地
中

間
管
理
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
に
定
め
る
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
」
に
、

「
に
は
、
当
該
取
得
の
日
」
を
「
に
は
、
同
日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
農
地
利
用
集
積

円
滑
化
団
体
等
が
農
地
売
買
等
事
業
」
を
「
農
地
中
間
管
理
機
構
が
農
地
売
買
事
業
」
に
改
め
、

「
及
び
」
の
下
に
「
そ
の
取
消
し
並
び
に
」
を
加
え
、
「
当
該
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
等
」

を
「
当
該
農
地
中
間
管
理
機
構
」
に
改
め
る
。 

第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
乗
用
車
」
を
「
営
業
用
の
乗
用
車
」
に
改
め
、
同
号
イ

⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
係
る
保
安
上
又

は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
排

出
ガ
ス
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及

び
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車

基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

(ⅱ) 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で

定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ

ン
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一

を
超
え
な
い
こ
と
。 

第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
を
削
り
、
同
号
イ
⑶
中
「
平
成
三
十
二
年
度
以
降
」
を
「
令

和
二
年
度
以
降
」
に
、
「
第
四
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑶
を
同
号
イ
⑵
と



し
、
同
号
ニ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
三
を
超
え
な
い
こ
と
。 

(ⅱ) 
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ニ
⑵
を
削
り
、
同
号
ニ
⑶
を
同
号
ニ
⑵
と
し
、
同
号
ニ
を
同
号

ホ
と
し
、
同
号
ハ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

(ⅱ) 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑵
を
削
り
、
同
号
ハ
⑶
を
同
号
ハ
⑵
と
し
、
同
号
ハ
を
同
号

ニ
と
し
、
同
号
ロ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

(ⅱ) 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
⑵
を
削
り
、
同
号
ロ
⑶
を
同
号
ロ
⑵
と
し
、
同
号
ロ
を
同
号

ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ロ 

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 



(ⅱ) 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
。
次
項
第
二
号
」
を
「
。
次
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
号

イ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で

定
め
る
も
の
（
次
項
第
三
号
イ
⑴
(ⅰ)
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基

準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
。 

(ⅱ) 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
以
降

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則

で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
軽

油
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状

物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
及

び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑵
を
削
り
、
同
号
イ
⑶
を
同
号
イ
⑵
と
し
、
同
号
ハ
⑴
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
（
車

両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
七
・
五
ト
ン
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
平
成

三
十
年
十
月
一
日
）
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ

ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
次
項
第
三
号
ハ
⑴
(ⅰ)
に
お
い
て
「
平

成
二
十
八
年
軽
油
重
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る
こ
と
。 

(ⅱ) 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
（
車

両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
）

以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行

規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一

年
軽
油
重
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子

状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
及

び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

 

第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
ニ
を
削
り
、
同
号
ホ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と



し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

次
に
掲
げ
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
（
液
化
石
油
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る

自
動
車
を
い
い
、
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の

を
除
く
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

イ 
営
業
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で

定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
石
油
ガ

ス
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が

平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一

を
超
え
な
い
こ
と
。 

(ⅱ) 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
降
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で

定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
石
油
ガ

ス
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一

を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で

あ
る
こ
と
。 

ロ 

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

(ⅱ) 

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス

又
は
ト
ラ
ッ
ク
」
を
「
営
業
用
の
乗
用
車
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

(ⅱ) 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
イ
⑵
を
削
り
、
同
号
イ
⑶
を
同
号
イ
⑵
と
し
、
同
号
ハ
⑴
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
三
を
超
え
な
い
こ
と
。 

(ⅱ) 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ハ
⑵
を
削
り
、
同
号
ハ
⑶
を
同
号
ハ
⑵
と
し
、
同
号
ハ
を
同
号

ホ
と
し
、
同
号
ロ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

(ⅱ) 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

第
五
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
⑵
を
削
り
、
同
号
ロ
⑶
を
同
号
ロ
⑵
と
し
、
同
号
ロ
を
同
号

ニ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ロ 

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

(ⅱ) 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排



出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で

あ
る
こ
と
。 

ハ 
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

(ⅱ) 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

第
五
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

(ⅱ) 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒

子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

第
五
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
⑵
を
削
り
、
同
号
イ
⑶
を
同
号
イ
⑵
と
し
、
同
号
ハ
⑴
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

平
成
二
十
八
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。 

(ⅱ) 

平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子

状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
及

び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

第
五
十
一
条
第
二
項
第
二
号
ニ
を
削
り
、
同
号
ホ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と

し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

二 

次
に
掲
げ
る
石
油
ガ
ス
自
動
車 

イ 

営
業
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 



(ⅰ) 

平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

(ⅱ) 

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

(ⅰ) 

平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

(ⅱ) 

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四

分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で

あ
る
こ
と
。 

第
五
十
一
条
第
四
項
中
「
及
び
ロ
」
を
「
か
ら
ハ
ま
で
」
に
、
「
第
一
号
イ
に
」
を
「
第
一

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
項
第
一
号
イ
⑶
の
項
中
「
第
一
項
第
一
号
イ

⑶
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
」
に
、
「
平
成
三
十
二
年
度
以
降
」
を
「
令
和
二
年
度
以
降
」

に
、
「
第
四
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
、
「
次
項
第
一
号
イ
⑶
」
を
「
次
項
第
一
号
」
に
改

め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

第
五
十
一
条
第
四
項
の
表
第
一
項
第
一
号
ロ
⑶
の
項
中
「
第
一
項
第
一
号
ロ
⑶
」
を
「
第
一

項
第
一
号
ハ
⑵
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
第
一
号
イ
⑶
の
項
中
「
第
二
項
第
一
号
イ
⑶
」
を
「
第

二
項
第
一
号
イ
⑵
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

   

第
一
項
第
一
号
ロ
⑵ 

平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

百
十 

平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

百
六
十
五 

 

第
二
項
第
一
号
ロ
⑵ 

平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率 

平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

百
五
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値 

 



    

第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
第
一
号
ロ
⑴
中
「
二
万
九
千
五
百
円
」
を
「
二
万
五
千
円
」
に
改

め
、
同
号
ロ
⑵
中
「
三
万
四
千
五
百
円
」
を
「
三
万
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑶
中
「
三
万

九
千
五
百
円
」
を
「
三
万
六
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑷
中
「
四
万
五
千
円
」
を
「
四
万
三
千

五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑸
中
「
五
万
千
円
」
を
「
五
万
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑹
中
「
五

万
八
千
円
」
を
「
五
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑺
中
「
六
万
六
千
五
百
円
」
を
「
六
万
五

千
五
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑻
中
「
七
万
六
千
五
百
円
」
を
「
七
万
五
千
五
百
円
」
に
改
め
、

同
号
ロ
⑼
中
「
八
万
八
千
円
」
を
「
八
万
七
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑽
中
「
十
一
万
千
円
」

を
「
十
一
万
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
⑾
中
「
二
万
九
千
五
百
円
」
を
「
二
万
五
千
円
」
に
改
め
、

同
項
第
五
号
ハ
⑴
中
「
二
万
三
千
六
百
円
」
を
「
二
万
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑵
中
「
二
万
七

千
六
百
円
」
を
「
二
万
四
千
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑶
中
「
三
万
千
六
百
円
」
を
「
二
万

八
千
八
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑷
中
「
三
万
六
千
円
」
を
「
三
万
四
千
八
百
円
」
に
改
め
、

同
号
ハ
⑸
中
「
四
万
八
百
円
」
を
「
四
万
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑹
中
「
四
万
六
千
四
百
円
」

を
「
四
万
五
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑺
中
「
五
万
三
千
二
百
円
」
を
「
五
万
二
千
四
百

円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑻
中
「
六
万
千
二
百
円
」
を
「
六
万
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑼
中

「
七
万
四
百
円
」
を
「
六
万
九
千
六
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑽
中
「
八
万
八
千
八
百
円
」
を

「
八
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑾
中
「
二
万
三
千
六
百
円
」
を
「
二
万
円
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
三
条
の
二
中
「
第
二
十
九
条
の
九
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
法
附
則
第
二
十
九
条
の

十
第
一
項
」
を
、
「
賦
課
徴
収
」
の
下
に
「
及
び
減
免
」
を
加
え
る
。 

附
則
第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
平
成
四
十
五
年
度
」
を
「
令
和
十
五
年
度
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
六
条
の
四
中
「
平
成
三
十
五
年
度
」
を
「
令
和
五
年
度
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
八
条
中
「
百
分
の
六
・
六
」
を
「
百
分
の
四
・
九
」
に
、
「
百
分
の
七
・
九
」
を
「
百

分
の
五
・
七
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
十
一
条
の
二
中
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
る
。 

附
則
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
一
条

第
一
項
中
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

附
則
第
二
十
二
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

２ 

自
家
用
の
乗
用
車
に
対
す
る
第
五
十
一
条
第
二
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
自
家
用
の
乗
用
車
の
取
得
が
特
定
期
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
条
第
二
項
中
「
百

第
二
項
第
一
号
ハ
⑵ 

平
成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

百
十 

平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の

百
三
十
八 

 



分
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
一
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
百
分
の
三
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
二
」
と
す
る
。 

附
則
第
二
十
二
条
の
三
を
附
則
第
二
十
二
条
の
四
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
の
特
例
） 

第
二
十
二
条
の
五 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
を
経
営
す
る
者
が
同
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供

す
る
自
動
車
又
は
同
法
第
三
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を

経
営
す
る
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
路

線
バ
ス
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
乗

降
口
か
ら
車
椅
子
を
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
ま
で
の
通
路
に
段
が
な
い
も
の
（
施
行

規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
最
初
の
第
四
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
新
規
登
録
（
以

下
こ
の
条
、
附
則
第
二
十
三
条
及
び
附
則
第
二
十
三
条
の
二
に
お
い
て
「
初
回
新
規
登
録
」

と
い
う
。
）
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
五
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
路
線

バ
ス
等
の
取
得
が
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
と

い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
い
う
。
）
か
ら
千
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

一 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
九
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
（
次
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一

号
に
お
い
て
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
令
和
二
年
度
ま
で
に
導
入
す
る
台
数
が
目
標

と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
（
次
項
第
二
号
及
び
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
公

共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
」
と
い
う
。
）
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

路
線
バ
ス
等
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
車
椅
子
を
使

用
し
た
ま
ま
円
滑
に
乗
降
す
る
た
め
の
昇
降
機
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

に
限
る
。
）
で
初
回
新
規
登
録
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
五
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
路
線
バ
ス
等
の
取
得
が
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限

り
、
同
条
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
い
う
。
）
か
ら
六
百
五
十
万
円
（
乗
車

定
員
三
十
人
未
満
の
附
則
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
路
線
バ
ス
等
に
あ
つ
て
は
、

二
百
万
円
）
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

一 

基
本
方
針
に
令
和
二
年
度
ま
で
に
導
入
す
る
台
数
が
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動
車

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。 



３ 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す

る
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も

の
で
あ
つ
て
そ
の
構
造
及
び
設
備
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
高
齢
者
、
障
害
者
等
（
第
三
号
に
お
い
て
「
高
齢
者
、

障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
の
移
動
上
の
利
便
性
を
特
に
向
上
さ
せ
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定

め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
回
新
規
登
録
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
五
十
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
乗
用
車
の
取
得
が
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き

に
限
り
、
同
条
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
い
う
。
）
か
ら
百
万
円
を
控
除
し

て
得
た
額
」
と
す
る
。 

一 

基
本
方
針
に
令
和
二
年
度
ま
で
に
導
入
す
る
台
数
が
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動
車

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。 

三 

高
齢
者
、
障
害
者
等
を
含
む
全
て
の
利
用
者
の
移
動
上
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
機
能

を
有
す
る
構
造
及
び
設
備
が
特
に
優
れ
た
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
た
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

４ 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
横
滑
り
及
び
転
覆
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め

の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
、

衝
突
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お

い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
」
と
い
う
。
）
又
は
車
線
か
ら
の
逸
脱
に
対
す
る
安

全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
車
線
逸
脱
警
報
装
置
」
と
い

う
。
）
の
い
ず
れ
か
二
以
上
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初

回
新
規
登
録
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
五
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動

車
の
取
得
が
令
和
元
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
と
い
う
。
）
」

と
あ
る
の
は
、
「
と
い
う
。
）
か
ら
五
百
二
十
五
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

一 

車
両
総
重
量
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る
車
両
総
重
量
を
い
う
。

以
下
こ
の
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
五
ト
ン
以
下
の
乗
用
車
（
施
行
規

則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
バ
ス
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
（
以

下
こ
の
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
「
バ
ス
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
同
法
第
四

十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の

環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
六
項
ま
で

に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条

の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら



れ
た
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術

基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係

る
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の 

二 
車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
を
超
え
十
二
ト
ン
以
下
の
バ
ス
等
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両

法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
上
若
し
く
は
公
害
防
止
そ
の
他

の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
か
ら
第
六
項
ま

で
に
お
い
て
「
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
、
同
条
の
規
定

に
よ
り
平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
七
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ

た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十

七
年
八
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線
逸
脱
警
報
装
置

に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
二
以
上
に
適
合
す
る
も
の 

三 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
八
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
（
施
行
規
則
で
定
め
る

け
ん
引
自
動
車
及
び
被
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。
次
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）

で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以

降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基

準
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
又
は
同
条
の
規
定
に

よ
り
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線

逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
二
以
上
に
適
合
す
る
も
の 

５ 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装
置
、
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置

及
び
車
線
逸
脱
警
報
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
回

新
規
登
録
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
五
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
当
該
自
動
車
の
取
得
が
令
和
元
年
十
一
月
一
日

か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
四
号
に
掲
げ
る
自
動
車

に
あ
つ
て
は
当
該
自
動
車
の
取
得
が
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
い
う
。
）
か

ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

一 

車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
等
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の

規
定
に
よ
り
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら

れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
七
年
八
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線
逸
脱
警
報
装

置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の 

二 

車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
を
超
え
十
二
ト
ン
以
下
の
バ
ス
等
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両



法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
平

成
二
十
五
年
一
月
二
十
七
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被

害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
八
月

一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保

安
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の 

三 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
八
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送

車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
、
同
条
の
規
定
に
よ

り
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突

被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
八

月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る

保
安
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の 

四 

車
両
総
重
量
が
八
ト
ン
を
超
え
二
十
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車

両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
、
同
条
の
規
定
に
よ
り

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突
被
害

軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
及
び
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
八
月
一

日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安

基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の 

６ 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
車
両
安
定
性
制
御
装
置
又
は
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装

置
の
い
ず
れ
か
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
回
新
規
登
録

を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
五
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
の
取
得
が

令
和
元
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ

る
の
は
、
「
と
い
う
。
）
か
ら
三
百
五
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

一 

車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
等
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の

規
定
に
よ
り
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら

れ
た
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の 

二 

車
両
総
重
量
が
五
ト
ン
を
超
え
十
二
ト
ン
以
下
の
バ
ス
等
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両

法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
七
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝
突

被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の 

三 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
八
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送



車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
二
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
両
安
定
性
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
又
は
同
条
の
規
定
に

よ
り
平
成
二
十
六
年
二
月
十
三
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
衝

突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置
に
係
る
保
安
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の 

７ 

バ
ス
等
又
は
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
八
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
若
し
く
は
車

両
総
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
二
十
二
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両

法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

し
て
定
め
ら
れ
た
車
線
逸
脱
警
報
装
置
に
係
る
保
安
基
準
に
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
車
線

逸
脱
警
報
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
回
新
規
登
録

を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
五
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
の
取
得
が

令
和
二
年
十
月
三
十
一
日
（
バ
ス
等
及
び
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
八
ト
ン
以
下

の
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
令
和
元
年
十
月
三
十
一
日
）
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、

同
条
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
い
う
。
）
か
ら
百
七
十
五
万
円
を
控
除
し
て

得
た
額
」
と
す
る
。 

８ 

前
各
項
の
規
定
は
、
第
五
十
四
条
又
は
法
第
百
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
申

告
書
又
は
修
正
申
告
書
に
、
当
該
自
動
車
の
取
得
に
つ
き
前
各
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
旨
そ
の
他
の
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
適
用
す
る
。 

（
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
内
自
動
車
等
以
外
の
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
の
納
税
義
務
の
免
除
等
） 

第
二
十
二
条
の
六 

法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困

難
区
域
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
二
十
三
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
「
自
動
車
等
持
出
困

難
区
域
」
と
い
う
。
）
内
の
自
動
車
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
二
十
三
条
の
三
第
五
項

に
お
い
て
「
対
象
区
域
内
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
の
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指

定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
に
お
け
る
所
有
者
（
第
四
十
八
条
第
一
項
又
は
法
第
四
百
四

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
買
主
）
そ
の
他
の
施

行
令
で
定
め
る
者
が
対
象
区
域
内
自
動
車
等
以
外
の
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
二

十
三
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
他
の
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
取
得
を
し
た
場
合
に
お
い

て
、
当
該
他
の
自
動
車
の
取
得
を
し
た
後
に
、
対
象
区
域
内
自
動
車
等
が
法
附
則
第
五
十
三

条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則

第
二
十
三
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
当
該
取

得
し
た
他
の
自
動
車
を
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
に
代
わ
る
も
の
と
知
事
が
認
め

る
と
き
は
、
当
該
他
の
自
動
車
の
取
得
が
同
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に

行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
他
の
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に

係
る
徴
収
金
に
係
る
納
税
義
務
を
免
除
す
る
。 



２ 

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
を
徴
収
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
税

の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
施

行
令
で
定
め
る
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
当
該
徴
収
金
を
還
付
す
る
。 

３ 
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
を
還
付
す
る
場

合
に
お
い
て
、
還
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
未
納
に
係
る
徴
収
金
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
還
付

す
べ
き
額
を
こ
れ
に
充
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
を
還
付
し
、
又
は
充
当

す
る
場
合
に
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
の
申
請
が
あ
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を

経
過
し
た
日
を
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
日
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を

適
用
す
る
。 

附
則
第
二
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
） 

第
二
十
二
条
の
三 

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
路
線
は
、
国
土
交

通
大
臣
が
地
方
バ
ス
路
線
の
維
持
の
た
め
に
交
付
す
る
車
両
購
入
に
係
る
補
助
を
受
け
て
取

得
し
た
一
般
乗
合
用
の
バ
ス
が
運
行
の
用
に
供
さ
れ
る
路
線
と
す
る
。 

２ 

第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又

は
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
し
て
は
、
当
該
自
動
車
の
取
得
が
令
和
元
年
十
月
一
日

か
ら
令
和
二
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）

に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
動
車
税
の
環

境
性
能
割
を
課
さ
な
い
。 

附
則
第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
自
動
車
税
の
種
別

割
の
税
率
の
特
例
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
電
気
自
動
車
を
い
う
」
の
下
に
「
。
次
項
第
一
号

及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
「
同
項
第
二
号
」
を
「
法
第
百
四
十
九
条
第
一

項
第
二
号
」
に
改
め
、
「
天
然
ガ
ス
自
動
車
を
い
う
」
の
下
に
「
。
次
項
第
二
号
及
び
次
条
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
、
「
も
の
を
い
う
」
の
下
に
「
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、

「
同
項
第
三
号
」
を
「
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
」
に
、
「
）
並
び
に
」
を
「
次
条
第

二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
自
家
用
の
乗
用
車
（
三
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
車
（
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
ト
レ
ー
ラ
を
除
く
。
次

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
内

燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
で
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
第
五
十
一
条
第

一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
」

と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
石

油
ガ
ス
自
動
車
」
と
い
う
。
）
で
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
「
最
初
の
第
四
十

八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
新
規
登
録
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
」
及
び
「
」
と
い
う
。
）
」



を
削
り
、
同
条
第
二
号
中
「
第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
第
三
号
」

に
改
め
、
「
軽
油
自
動
車
」
の
下
に
「
（
次
項
第
六
号
に
お
い
て
「
軽
油
自
動
車
」
と
い
う
。
）
」

を
加
え
、
「
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、

同
条
の
表
第
一
項
第
一
号
ロ
の
項
及
び
第
一
項
第
五
号
ハ
の
項
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を

加
え
る
。 

２ 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
す
る
第
五
十
五
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自

動
車
（
自
家
用
の
乗
用
車
及
び
キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
車
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
自

家
用
の
乗
用
車
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
が
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
元
年
度
分
の
自
動

車
税
の
種
別
割
（
法
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
車

の
所
有
者
に
対
し
て
月
割
を
も
つ
て
課
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
り
、
当
該
自
動
車
が

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
（
自
家
用
の
乗
用
車
等
に
あ
つ
て
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
）
か

ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
二
年
度

分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
自
動
車
が
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
三
年
度
分
の
自
動
車
税

の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
五
十
五
条
の
八
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

一 

電
気
自
動
車 

二 

天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十

年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
第
五
十
一
条
第
一
項
第

一
号
イ
⑴
(ⅰ)
に
規
定
す
る
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る

も
の
又
は
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車

基
準
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適

合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒

素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

三 

法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車 

四 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
第
五
十
一
条
第
一
項
第
一
号
イ

⑴
(ⅰ)
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
平

成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分

の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑴
(ⅱ)
に
規

定
す
る
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年

ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超

え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
同
条
第
一
項
第
一
号
イ
⑵
に
規
定
す

る
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
三
十



二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百
三
十
を
乗
じ
て
得
た
数

値
以
上
の
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の 

五 

石
油
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
第
五
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ

⑴
(ⅰ)
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平

成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分

の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
同
条
第
一
項
第
二
号
イ
⑴
(ⅱ)
に
規

定
す
る
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年

石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超

え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分
の
百
三
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
の
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も

の 

六 

軽
油
自
動
車
の
う
ち
、
第
五
十
一
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑴
(ⅰ)
に
規
定
す
る
平
成
三
十
年

軽
油
軽
中
量
車
基
準
又
は
同
号
イ
⑴
(ⅱ)
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
す
る
乗
用
車 

      

              

第
一
項
第
一
号
ロ 

第
一
項
第
一
号
イ 

十
一
万
円 

八
万
七
千
円 

七
万
五
千
五
百
円 

六
万
五
千
五
百
円 

五
万
七
千
円 

五
万
円 

四
万
三
千
五
百
円 

三
万
六
千
円 

三
万
五
百
円 

二
万
五
千
円 

四
万
七
百
円 

二
万
七
千
二
百
円 

二
万
三
千
六
百
円 

二
万
五
百
円 

一
万
七
千
九
百
円 

一
万
五
千
七
百
円 

一
万
三
千
八
百
円 

九
千
五
百
円 

八
千
五
百
円 

七
千
五
百
円 

二
万
七
千
五
百
円 

二
万
二
千
円 

一
万
九
千
円 

一
万
六
千
五
百
円 

一
万
四
千
五
百
円 

一
万
二
千
五
百
円 

一
万
千
円 

九
千
円 

八
千
円 

六
千
五
百
円 

一
万
五
百
円 

七
千
円 

六
千
円 

五
千
五
百
円 

四
千
五
百
円 

四
千
円 

三
千
五
百
円 

二
千
五
百
円 

二
千
五
百
円 

二
千
円 

 



                                  

第
一
項
第
三
号
イ
⑵ 

第
一
項
第
三
号
イ
⑴ 

第
一
項
第
二
号
ハ
⑵ 

第
一
項
第
二
号
ハ
⑴ 

第
一
項
第
二
号
ロ 

第
一
項
第
二
号
イ 

五
万
五
百
円 

四
万
四
千
円 

三
万
八
千
円 

三
万
二
千
円 

二
万
六
千
五
百
円 

二
万
九
千
円 

二
万
五
千
五
百
円 

二
万
二
千
五
百
円 

二
万
円 

一
万
七
千
五
百
円 

一
万
四
千
五
百
円 

一
万
二
千
円 

二
万
六
百
円 

一
万
二
百
円 

一
万
五
千
百
円 

七
千
五
百
円 

六
千
三
百
円 

四
万
五
百
円 

三
万
五
千
円 

三
万
円 

二
万
五
千
五
百
円 

二
万
五
百
円 

一
万
六
千
円 

一
万
千
五
百
円 

八
千
円 

四
千
七
百
円 

二
万
九
千
五
百
円 

二
万
五
千
五
百
円 

二
万
二
千
円 

一
万
八
千
五
百
円 

一
万
五
千
円 

一
万
二
千
円 

九
千
円 

六
千
五
百
円 

一
万
三
千
円 

一
万
千
円 

九
千
五
百
円 

八
千
円 

七
千
円 

七
千
五
百
円 

六
千
五
百
円 

六
千
円 

五
千
円 

四
千
五
百
円 

四
千
円 

三
千
円 

五
千
五
百
円 

三
千
円 

四
千
円 

二
千
円 

千
六
百
円 

一
万
五
百
円 

九
千
円 

七
千
五
百
円 

六
千
五
百
円 

五
千
五
百
円 

四
千
円 

三
千
円 

二
千
円 

千
二
百
円 

七
千
五
百
円 

六
千
五
百
円 

五
千
五
百
円 

五
千
円 

四
千
円 

三
千
円 

二
千
五
百
円 

二
千
円 

 



                                  

第
二
項
第
一
号 

第
一
項
第
五
号
ニ 

第
一
項
第
五
号
ハ 

第
一
項
第
五
号
ロ 

第
一
項
第
五
号
イ 

第
一
項
第
四
号 

第
一
項
第
三
号
ロ 

 

六
千
三
百
円 

四
千
七
百
円 

三
千
七
百
円 

一
万
千
五
百
円 

二
万
五
千
五
百
円 

九
千
円 

一
万
八
千
五
百
円 

八
万
八
千
円 

六
万
九
千
六
百
円 

六
万
四
百
円 

五
万
二
千
四
百
円 

四
万
五
千
六
百
円 

四
万
円 

三
万
四
千
八
百
円 

二
万
八
千
八
百
円 

二
万
四
千
四
百
円 

二
万
円 

四
千
八
百
円 

一
万
九
百
円 

一
万
四
千
七
百
円 

二
万
三
千
円 

一
万
九
百
円 

一
万
六
千
九
百
円 

六
千
円 

四
千
五
百
円 

八
万
三
千
円 

七
万
四
千
円 

六
万
五
千
五
百
円 

五
万
七
千
円 

四
万
九
千
円 

四
万
千
円 

三
万
三
千
円 

六
万
四
千
円 

五
万
七
千
円 

千
六
百
円 

千
二
百
円 

千
円 

三
千
円 

六
千
五
百
円 

二
千
五
百
円 

五
千
円 

二
万
二
千
円 

一
万
七
千
五
百
円 

一
万
五
千
五
百
円 

一
万
三
千
五
百
円 

一
万
千
五
百
円 

一
万
円 

九
千
円 

七
千
五
百
円 

六
千
五
百
円 

五
千
円 

千
五
百
円 

三
千
円 

四
千
円 

六
千
円 

三
千
円 

四
千
五
百
円 

千
五
百
円 

千
五
百
円 

二
万
千
円 

一
万
八
千
五
百
円 

一
万
六
千
五
百
円 

一
万
四
千
五
百
円 

一
万
二
千
五
百
円 

一
万
五
百
円 

八
千
五
百
円 

一
万
六
千
円 

一
万
四
千
五
百
円 

 



   
３ 
次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
す
る
第
五
十
五
条
の
八
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自

動
車
（
自
家
用
の
乗
用
車
等
を
除
く
。
）
が
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
元
年
度
分
の
自
動
車
税

の
種
別
割
（
法
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
所

有
者
に
対
し
て
月
割
を
も
つ
て
課
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
り
、
当
該
自
動
車
が
平
成

三
十
一
年
四
月
一
日
（
自
家
用
の
乗
用
車
等
に
あ
つ
て
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
）
か
ら
令

和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
二
年
度
分
の

自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
自
動
車
が
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
三
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種

別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
五
十
五
条
の
八
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

一 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量

車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
の
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の 

二 

石
油
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量

車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
の
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の 

        

第
二
項
第
二
号 

八
千
円 

六
千
三
百
円 

五
千
二
百
円 

二
千
円 

千
六
百
円 

千
三
百
円 

 

第
一
項
第
一
号
イ 

二
万
三
千
六
百
円 

二
万
五
百
円 

一
万
七
千
九
百
円 

一
万
五
千
七
百
円 

一
万
三
千
八
百
円 

九
千
五
百
円 

八
千
五
百
円 

七
千
五
百
円 

一
万
二
千
円 

一
万
五
百
円 

九
千
円 

八
千
円 

七
千
円 

五
千
円 

四
千
五
百
円 

四
千
円 

 



                                  

第
一
項
第
二
号
ハ
⑵ 

第
一
項
第
二
号
ハ
⑴ 

第
一
項
第
二
号
ロ 

第
一
項
第
二
号
イ 

第
一
項
第
一
号
ロ 

 

二
万
六
百
円 

一
万
二
百
円 

一
万
五
千
百
円 

七
千
五
百
円 

六
千
三
百
円 

四
万
五
百
円 

三
万
五
千
円 

三
万
円 

二
万
五
千
五
百
円 

二
万
五
百
円 

一
万
六
千
円 

一
万
千
五
百
円 

八
千
円 

四
千
七
百
円 

二
万
九
千
五
百
円 

二
万
五
千
五
百
円 

二
万
二
千
円 

一
万
八
千
五
百
円 

一
万
五
千
円 

一
万
二
千
円 

九
千
円 

六
千
五
百
円 

十
一
万
円 

八
万
七
千
円 

七
万
五
千
五
百
円 

六
万
五
千
五
百
円 

五
万
七
千
円 

五
万
円 

四
万
三
千
五
百
円 

三
万
六
千
円 

三
万
五
百
円 

二
万
五
千
円 

四
万
七
百
円 

二
万
七
千
二
百
円 

一
万
五
百
円 

五
千
五
百
円 

八
千
円 

四
千
円 

三
千
二
百
円 

二
万
五
百
円 

一
万
七
千
五
百
円 

一
万
五
千
円 

一
万
三
千
円 

一
万
五
百
円 

八
千
円 

六
千
円 

四
千
円 

二
千
四
百
円 

一
万
五
千
円 

一
万
三
千
円 

一
万
千
円 

九
千
五
百
円 

七
千
五
百
円 

六
千
円 

四
千
五
百
円 

三
千
五
百
円 

五
万
五
千
円 

四
万
三
千
五
百
円 

三
万
八
千
円 

三
万
三
千
円 

二
万
八
千
五
百
円 

二
万
五
千
円 

二
万
二
千
円 

一
万
八
千
円 

一
万
五
千
五
百
円 

一
万
二
千
五
百
円 

二
万
五
百
円 

一
万
四
千
円 

 



           

                       

第
一
項
第
五
号
ハ 

第
一
項
第
五
号
ロ 

第
一
項
第
五
号
イ 

第
一
項
第
四
号 

第
一
項
第
三
号
ロ 

第
一
項
第
三
号
イ
⑵ 

第
一
項
第
三
号
イ
⑴ 

四
万
円 

三
万
四
千
八
百
円 

二
万
八
千
八
百
円 

二
万
四
千
四
百
円 

二
万
円 

四
千
八
百
円 

一
万
九
百
円 

一
万
四
千
七
百
円 

二
万
三
千
円 

一
万
九
百
円 

一
万
六
千
九
百
円 

六
千
円 

四
千
五
百
円 

八
万
三
千
円 

七
万
四
千
円 

六
万
五
千
五
百
円 

五
万
七
千
円 

四
万
九
千
円 

四
万
千
円 

三
万
三
千
円 

六
万
四
千
円 

五
万
七
千
円 

五
万
五
百
円 

四
万
四
千
円 

三
万
八
千
円 

三
万
二
千
円 

二
万
六
千
五
百
円 

二
万
九
千
円 

二
万
五
千
五
百
円 

二
万
二
千
五
百
円 

二
万
円 

一
万
七
千
五
百
円 

一
万
四
千
五
百
円 

一
万
二
千
円 

二
万
円 

一
万
七
千
五
百
円 

一
万
四
千
五
百
円 

一
万
二
千
五
百
円 

一
万
円 

二
千
五
百
円 

五
千
五
百
円 

七
千
五
百
円 

一
万
千
五
百
円 

五
千
五
百
円 

八
千
五
百
円 

三
千
円 

二
千
五
百
円 

四
万
千
五
百
円 

三
万
七
千
円 

三
万
三
千
円 

二
万
八
千
五
百
円 

二
万
四
千
五
百
円 

二
万
五
百
円 

一
万
六
千
五
百
円 

三
万
二
千
円 

二
万
八
千
五
百
円 

二
万
五
千
五
百
円 

二
万
二
千
円 

一
万
九
千
円 

一
万
六
千
円 

一
万
三
千
五
百
円 

一
万
四
千
五
百
円 

一
万
三
千
円 

一
万
千
五
百
円 

一
万
円 

九
千
円 

七
千
五
百
円 

六
千
円 

 



       
 

    
 

   
 

  

附
則
第
二
十
三
条
の
二
の
見
出
し
中
「
自
動
車
持
出
困
難
区
域
内
自
動
車
」
を
「
自
動
車
等

持
出
困
難
区
域
内
自
動
車
等
」
に
、
「
の
自
動
車
等
」
を
「
の
自
動
車
」
に
改
め
、
「
自
動
車

税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
施
行
令
附
則
第
三
十
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
」
を
「
附
則
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
施
行
令
で
定
め
る
」
に
、
「
附

則
第
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を

加
え
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一 

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間 

令
和
元
年
度

分
及
び
令
和
二
年
度
分 

二 

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間 

令
和
二
年
度
分
及

び
令
和
三
年
度
分 

附
則
第
二
十
三
条
の
二
第
二
項
中
「
自
動
車
税
に
係
る
」
を
「
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
」

に
改
め
、
「
当
該
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
「
施
行
令
附
則
第
三
十
二
条

第
四
項
に
規
定
す
る
」
を
「
同
項
の
施
行
令
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項

中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中
「
対
象
区
域
内
自
動
車
（
第

四
十
七
条
に
規
定
す
る
自
動
車
に
限
る
。
）
が
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
」
を
「
対
象

区
域
内
自
動
車
等
（
自
動
車
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
対
象

区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
」
に
、
「
当
該
対
象
区
域
内
自
動
車
」
を
「
当
該
対
象
区
域
内

自
動
車
等
」
に
、
「
同
条
の
」
を
「
第
四
十
七
条
第
一
項
の
」
に
、
「
自
動
車
持
出
困
難
区
域
」

を
「
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
」
に
、
「
同
条
に
」
を
「
同
項
に
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第

第
二
項
第
二
号 

第
二
項
第
一
号 

第
一
項
第
五
号
ニ 

 

八
千
円 

六
千
三
百
円 

五
千
二
百
円 

六
千
三
百
円 

四
千
七
百
円 

三
千
七
百
円 

一
万
千
五
百
円 

二
万
五
千
五
百
円 

九
千
円 

一
万
八
千
五
百
円 

八
万
八
千
円 

六
万
九
千
六
百
円 

六
万
四
百
円 

五
万
二
千
四
百
円 

四
万
五
千
六
百
円 

四
千
円 

三
千
二
百
円 

二
千
六
百
円 

三
千
二
百
円 

二
千
三
百
円 

千
八
百
円 

六
千
円 

一
万
三
千
円 

四
千
五
百
円 

九
千
五
百
円 

四
万
四
千
円 

三
万
五
千
円 

三
万
五
百
円 

二
万
六
千
五
百
円 

二
万
三
千
円 

 



二
十
三
条
の
三
と
し
、
附
則
第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
十
三
条
の
二 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
埼
玉
県
条
例
第 

 

 
 

号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
ま
で
に
初

回
新
規
登
録
を
受
け
た
自
家
用
の
乗
用
車
等
で
あ
つ
て
埼
玉
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
埼
玉
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
改
正
前
の
条
例
」
と
い
う
。
）

第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
改
正
前
の
条
例
に
規
定
す
る
自
動
車
税
を
課
さ

れ
た
も
の
（
同
日
ま
で
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
自
家
用
の
乗
用
車
等
で
あ
つ
て
、
平
成

二
十
八
年
改
正
前
の
条
例
第
四
十
九
条
そ
の
他
の
地
方
税
に
関
す
る
法
律
及
び
こ
れ
ら
の
法

律
に
基
づ
く
条
例
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
改
正
前
の
条
例
に
規
定
す
る
自
動
車
税
を

課
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
を
含
む
。
）
又
は
同
日
ま
で
に
法
の
施
行
地
外
に
お
い
て
第
四
十
七

条
第
二
項
に
規
定
す
る
運
行
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
の
用
に
供

さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
自
家
用
の
乗
用
車
等
で
あ
つ
て
特
定
日
以
後
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け

た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
は
、
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
台
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
家
用
の
乗
用
車
等
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

             

     

リ 

総
排
気
量
が
四
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
六
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

チ 

総
排
気
量
が
四
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
四
・
五
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

ト 

総
排
気
量
が
三
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
四
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

ヘ 

総
排
気
量
が
三
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
三
・
五
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

ホ 

総
排
気
量
が
二
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
三
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

ニ 

総
排
気
量
が
二
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
二
・
五
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

ハ 

総
排
気
量
が
一
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
二
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

ロ 

総
排
気
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
一
・
五
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

イ 

総
排
気
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の 

一 

自
家
用
の
乗
用
車 

 

年
額  

年
額  

年
額  

年
額  

年
額  

年
額  

年
額  

年
額 

年
額  

 

八
万
八
千
円  

七
万
六
千
五
百
円  

六
万
六
千
五
百
円  

五
万
八
千
円  

五
万
千
円  

四
万
五
千
円  

三
万
九
千
五
百
円  

三
万
四
千
五
百
円 

二
万
九
千
五
百
円 

 

 



 

                     

２ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
家
用
の
乗
用
車
等
（
電
気
自
動
車
、
天
然
ガ
ス
自
動

車
、
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
、
混
合
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
及
び
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料

と
し
て
用
い
る
電
力
併
用
自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の

に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
項
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

      

ル 

電
動
機
を
原
動
機
と
す
る
も
の 

ヌ 

総
排
気
量
が
六
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

 

ル
以
下
の
も
の 

リ 

総
排
気
量
が
四
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
六
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

チ 

総
排
気
量
が
四
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
四
・
五
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

ト 

総
排
気
量
が
三
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
四
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

ヘ 

総
排
気
量
が
三
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
三
・
五
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

ホ 

総
排
気
量
が
二
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
三
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

ニ 

総
排
気
量
が
二
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
二
・
五
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

ハ 

総
排
気
量
が
一
・
五
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
二
リ
ッ
ト 

 

ル
以
下
の
も
の 

ロ 
総
排
気
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
、
一
・
五
リ
ッ
ト 

 

年
額 

年
額  

年
額  

年
額  

年
額  

年
額  

年
額  

年
額  

年
額  

年
額  

二
万
三
千
六
百
円 

八
万
八
千
八
百
円  

七
万
四
百
円  

六
万
千
二
百
円  

五
万
三
千
二
百
円  

四
万
六
千
四
百
円  

四
万
八
百
円  

三
万
六
千
円  

三
万
千
六
百
円  

二
万
七
千
六
百
円  

 

イ 

総
排
気
量
が
一
リ
ッ
ト
ル
以
下
の
も
の 

二 

キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
車 

ル 

電
動
機
を
原
動
機
と
す
る
も
の 

ヌ 

総
排
気
量
が
六
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の 

年
額  

年
額 

年
額 

二
万
三
千
六
百
円  

二
万
九
千
五
百
円 

十
一
万
千
円 

 

第
一
号
ヘ 

第
一
号
ホ 

第
一
号
ニ 

第
一
号
ハ 

第
一
号
ロ 

第
一
号
イ 

五
万
八
千
円 

五
万
千
円 

四
万
五
千
円 

三
万
九
千
五
百
円 

三
万
四
千
五
百
円 

二
万
九
千
五
百
円 

六
万
六
千
七
百
円 

五
万
八
千
六
百
円 

五
万
千
七
百
円 

四
万
五
千
四
百
円 

三
万
九
千
六
百
円 

三
万
三
千
九
百
円 

 



     

           

３ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
家
用
の
乗
用
車
等
の
う
ち
、
前
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
も
の
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
家
用
の
乗
用
車
等
が
平

成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受

け
た
場
合
に
は
令
和
元
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
（
法
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
家
用
の
乗
用
車
等
の
所
有
者
に
対
し
て
月
割
を
も
つ
て
課

さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
り
、
当
該
自
家
用
の
乗
用
車
等
が
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
令
和
元
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
二
年
度

分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
一
項
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

         

第
二
号
ル 

第
二
号
ヌ 

第
二
号
リ 

第
二
号
チ 

第
二
号
ト 

第
二
号
ヘ 

第
二
号
ホ 

第
二
号
ニ 

第
二
号
ハ 

第
二
号
ロ 

第
二
号
イ 

第
一
号
ル 

二
万
三
千
六
百
円 

八
万
八
千
八
百
円 

七
万
四
百
円 

六
万
千
二
百
円 

五
万
三
千
二
百
円 

四
万
六
千
四
百
円 

四
万
八
百
円 

三
万
六
千
円 

三
万
千
六
百
円 

二
万
七
千
六
百
円 

二
万
三
千
六
百
円 

二
万
九
千
五
百
円 

二
万
七
千
百
円 

十
万
二
千
百
円 

八
万
九
百
円 

七
万
三
百
円 

六
万
千
百
円 

五
万
三
千
三
百
円 

四
万
六
千
九
百
円 

四
万
千
四
百
円 

三
万
六
千
三
百
円 

三
万
千
七
百
円 

二
万
七
千
百
円 

三
万
三
千
九
百
円 

 

第
一
号
ヌ 

第
一
号
リ 

第
一
号
チ 

第
一
号
ト 

十
一
万
千
円 

八
万
八
千
円 

七
万
六
千
五
百
円 

六
万
六
千
五
百
円 

十
二
万
七
千
六
百
円 

十
万
千
二
百
円 

八
万
七
千
九
百
円 

七
万
六
千
四
百
円 

 

第
一
号
リ 

第
一
号
チ 

第
一
号
ト 

第
一
号
ヘ 

第
一
号
ホ 

第
一
号
ニ 

第
一
号
ハ 

第
一
号
ロ 

第
一
号
イ 

八
万
八
千
円 

七
万
六
千
五
百
円 

六
万
六
千
五
百
円 

五
万
八
千
円 

五
万
千
円 

四
万
五
千
円 

三
万
九
千
五
百
円 

三
万
四
千
五
百
円 

二
万
九
千
五
百
円 

二
万
二
千
円 

一
万
九
千
五
百
円 

一
万
七
千
円 

一
万
四
千
五
百
円 

一
万
三
千
円 

一
万
千
五
百
円 

一
万
円 

九
千
円 

七
千
五
百
円 

 



  

           

４ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
家
用
の
乗
用
車
等
の
う
ち
、
前
条
第
三
項
各
号
に
掲

げ
る
も
の
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
家
用
の
乗
用
車
等
が
平

成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受

け
た
場
合
に
は
令
和
元
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
（
法
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
自
家
用
の
乗
用
車
等
の
所
有
者
に
対
し
て
月
割
を
も
つ
て
課

さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
り
、
当
該
自
家
用
の
乗
用
車
等
が
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
令
和
元
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
二
年
度

分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
第
一
項
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

      

      

第
二
号
ル 

第
二
号
ヌ 

第
二
号
リ 

第
二
号
チ 

第
二
号
ト 

第
二
号
へ 

第
二
号
ホ 

第
二
号
ニ 

第
二
号
ハ 

第
二
号
ロ 

第
二
号
イ 

第
一
号
ル 

第
一
号
ヌ 

二
万
三
千
六
百
円 

八
万
八
千
八
百
円 

七
万
四
百
円 

六
万
千
二
百
円 

五
万
三
千
二
百
円 

四
万
六
千
四
百
円 

四
万
八
百
円 

三
万
六
千
円 

三
万
千
六
百
円 

二
万
七
千
六
百
円 

二
万
三
千
六
百
円 

二
万
九
千
五
百
円 

十
一
万
千
円 

六
千
円 

二
万
二
千
五
百
円 

一
万
八
千
円 

一
万
五
千
五
百
円 

一
万
三
千
五
百
円 

一
万
二
千
円 

一
万
五
百
円 

九
千
円 

八
千
円 

七
千
円 

六
千
円 

七
千
五
百
円 

二
万
八
千
円 

 

第
二
号
イ 

第
一
号
ル 

第
一
号
ヌ 

第
一
号
リ 

第
一
号
チ 

第
一
号
ト 

第
一
号
ヘ 

第
一
号
ホ 

第
一
号
ニ 

第
一
号
ハ 

第
一
号
ロ 

第
一
号
イ 

二
万
三
千
六
百
円 

二
万
九
千
五
百
円 

十
一
万
千
円 

八
万
八
千
円 

七
万
六
千
五
百
円 

六
万
六
千
五
百
円 

五
万
八
千
円 

五
万
千
円 

四
万
五
千
円 

三
万
九
千
五
百
円 

三
万
四
千
五
百
円 

二
万
九
千
五
百
円 

一
万
二
千
円 

一
万
五
千
円 

五
万
五
千
五
百
円 

四
万
四
千
円 

三
万
八
千
五
百
円 

三
万
三
千
五
百
円 

二
万
九
千
円 

二
万
五
千
五
百
円 

二
万
二
千
五
百
円 

二
万
円 

一
万
七
千
五
百
円 

一
万
五
千
円 

 



          

附
則
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を

「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

附
則
第
二
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

第
二
項
（
第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
自
家
用
の
乗
用

車
等
に
対
す
る
第
五
十
五
条
の
八
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
家
用
の
乗

用
車
等
が
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録

を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
四
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
自
家
用
の
乗
用

車
等
が
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を

受
け
た
場
合
に
は
令
和
五
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
二
項
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
す
る
。 

附
則
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
一
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
二
十
六
条
の
五
及
び
第
二
十
六
条
の
六
の
改
正
規
定
並
び
に

次
項
の
規
定 

令
和
二
年
一
月
一
日 

 

二 

第
一
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三

項
の
規
定 

令
和
三
年
一
月
一
日 

 

三 

第
二
条
及
び
附
則
第
十
項
の
規
定 

令
和
三
年
四
月
一
日 

 

四 

第
一
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
の
改
正
規
定 

令

和
六
年
一
月
一
日 

第
二
号
ル 

第
二
号
ヌ 

第
二
号
リ 

第
二
号
チ 

第
二
号
ト 

第
二
号
ヘ 

二
万
三
千
六
百
円 

八
万
八
千
八
百
円 

七
万
四
百
円 

六
万
千
二
百
円 

五
万
三
千
二
百
円 

四
万
六
千
四
百
円 

一
万
二
千
円 

四
万
四
千
五
百
円 

三
万
五
千
五
百
円 

三
万
千
円 

二
万
七
千
円 

二
万
三
千
五
百
円 

 

第
二
号
ホ 

第
二
号
ニ 

第
二
号
ハ 

第
二
号
ロ 

四
万
八
百
円 

三
万
六
千
円 

三
万
千
六
百
円 

二
万
七
千
六
百
円 

二
万
五
百
円 

一
万
八
千
円 

一
万
六
千
円 

一
万
四
千
円 

 



 

五 

第
一
条
中
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
二
条
の
十
一
の
六
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
五
項
の
規

定 

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年

法
律
第
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日 

 

（
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

２ 

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
令

和
二
年
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

三
十
一
年
法
律
第
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第

三
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
所
得
税
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
三
条
の
六
第
一
項

に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
新
所
得
税
法
第
二
百
三
条
の
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
提
出
す
る
令
和
二
年
新
条
例
第
二
十
六
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告

書
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

３ 

附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
の
規
定
中
個
人
の
県

民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

令
和
二
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

４ 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
十

一
条
の
四
及
び
附
則
第
八
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
附
則
第
六
項
及
び
第
七
項

に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ

い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

５ 

附
則
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
二
条
の
十
一

の
六
第
一
項
の
規
定
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
の
同
項
に
規
定
す
る
土
地
の

取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
同
号
に
掲
げ
る
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
第
三
十
二
条
の
十
一
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
の
取
得

に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

６ 

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る

部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
取
得
さ
れ
た
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に

つ
い
て
適
用
す
る
。 

７ 

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税
の
種
別
割
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
納
税
義
務
が
発

生
し
た
者
に
課
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
及
び
令
和
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種

別
割
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 



８ 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八

年
法
律
第
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

一
条
第
五
号
の
四
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
総
務
大
臣
が
平
成
二
十
八

年
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六

号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
二
十
八
年
旧
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
十
二
条
第

二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
て
公
示
し
た
同
号
に
規
定
す
る
自
動
車
持
出
困
難
区
域
（
以

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
旧
自
動
車
持
出
困
難
区
域
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
地
方
税

法
及
び
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律

第
十
七
号
）
の
施
行
の
日
以
後
最
初
に
二
十
八
年
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
指
定
し
て
公
示
し
た
区
域
（
次
項
に
お
い
て
「
初
回
指
定
旧
自
動
車
持
出
困
難
区
域
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
を
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
二
号
。
次
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第

二
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
る
同
号
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
（
次
項
に
お
い
て
「
自
動
車
等
持
出
困

難
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
っ
た
日
と
み
な
し
て
、
新
条
例
附
則
第
二

十
二
条
の
六
第
一
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
及
び
第
五
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

９ 

旧
自
動
車
持
出
困
難
区
域
の
う
ち
、
初
回
指
定
旧
自
動
車
持
出
困
難
区
域
以
外
の
区
域
に
つ

い
て
は
、
当
該
区
域
に
係
る
二
十
八
年
旧
法
附
則
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

旧
自
動
車
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
っ
た
日
を
新
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二

第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
っ
た
日

と
み
な
し
て
、
新
条
例
附
則
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
並
び
に
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
及
び

第
五
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 
 

附
則
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
税
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税

の
種
別
割
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
三
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て

適
用
し
、
令
和
二
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 
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条

例 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
七
月
九
日 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
条
例
第
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る 

 
 

 

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例 

（
昭
和
三
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中
「
生
活
介
護
（
次
号
」
を
「
生
活
介
護
（
同
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
一
号
中
「
と
き
（
次
号
」
を
「
と
き
（
同
号
」
に
、
「
十
万
五
千
二
百
九
十
円
」
を

「
十
六
万
五
千
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
五
万
七
千
百
九
十
円
」
を
「
七
万
七
百

九
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
と
き
（
次
号
」
を
「
と
き
（
同
号
」
に
、
「
五
万
二
千
六

百
五
十
円
」
を
「
八
万
二
千
五
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
二
万
八
千
六
百
円
」
を

「
三
万
五
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。 

  

別
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

改
正
後
の
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き

事
由
が
生
じ
た
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
介
護
補

償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
公

務
災
害
補
償
並
び
に
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金

「 

五
、
一
九
五
円 

六
、
一
六
〇
円 

六
、
一
七
五
円 

七
、
九
二
三
円 

六
、
八
六
〇
円 

九
、
五
五
〇
円 

八
、
〇
一
三
円 

一
〇
、
七
八
八
円 

  

 

八
、
八
九
八
円 

一
一
、
六
三
三
円 

九
、
三
六
〇
円 

一
二
、
三
七
五
円 

 」 

「 

を 

五
、
二
二
五
円 

六
、
一
九
八
円 

六
、
二
〇
三
円 

七
、
九
五
五
円 

六
、
八
六
〇
円 

九
、
五
五
〇
円 

 

八
八
〇
円 

五
八
〇
円 

八
、
〇
二
八
円 

一
〇
、
八
一
〇
円 

八
、
九
〇
八
円 

一
一
、
六
四
五
円 

九
、
三
七
〇
円 

一
二
、
三
八
八
円 

 」 



及
び
遺
族
補
償
年
金
で
同
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
支
給
す
べ
き
も
の
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い

て
適
用
し
、
そ
の
他
の
公
務
災
害
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 



条

例 

埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。 

令
和
元
年
七
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
条
例
第
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第
五

十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
号
の
表
第
二
十
号
中
「
八
千
六
百
円
」
を
「
八
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
二
十

一
号
及
び
第
二
十
二
号
中
「
一
万
千
円
」
を
「
一
万
二
千
円
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
六
号
の
表
第
三
号
ロ
中
「
六
千
八
百
円
」
を
「
六
千
九
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
五
号

中
「
一
万
二
千
三
百
円
」
を
「
一
万
二
千
七
百
円
」
に
改
め
、
同
表
第
十
四
号
中
「
九
千
七
百
円
」

を
「
九
千
八
百
円
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
九
号
の
表
第
十
一
号
中
「
三
万
八
千
円
」
を
「
三
万
九
千
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 



規

則 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
元
年
七
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
及
び
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五

号
）
」
を
「
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
九
条
の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五

号
）
及
び
特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律

第
四
号
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
中
「
非
常
勤
の
嘱
託
員
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
三
第
六
項
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
二
第
二
項
」
に
、
「
第

五
十
一
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
十
一
第
五
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
の
四
第
二
号
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
自
動
車

税
納
付
義
務
免
除
申
告
書
」
を
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
付
義
務
免
除
申
告
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
一
項
中
「
、
自
動
車
税
」
を
「
、
種
別
割
」
に
、
「
自
動
車
税
減
額
（
取
消
）
通
知

書
」
を
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
減
額
（
取
消
）
通
知
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
自
動
車

税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
の
十
一
第
二
項
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
人
の
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税
は
、
同
一
の
税
目
に
属
す
る

県
税
と
み
な
す
。 

 

第
六
条
の
十
二
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
四
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
五
条

の
十
七
第
二
項
」
に
、
「
第
五
十
一
条
の
四
」
を
「
第
五
十
五
条
の
十
三
」
に
、
「
第
四
十
一
条
」

を
「
第
五
十
四
条
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
五

十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
第
四
十
九
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
十
七
第
三
項
」

に
、
「
県
税
の
」
を
「
自
動
車
税
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
十
五
条
の
三
第
二
項
又

は
第
四
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
七
第
二
項
又
は
第
五
十
五
条
の
十
七
第
二
項
」
に
、

「
県
税
」
を
「
自
動
車
税
」
に
、
「
身
体
障
害
者
・
精
神
障
害
者
に
係
る
自
動
車
取
得
税
・
自
動

車
税
減
免
申
請
書
」
を
「
身
体
障
害
者
・
精
神
障
害
者
に
係
る
自
動
車
税
環
境
性
能
割
・
自
動
車



税
（
種
別
割
）
減
免
申
請
書
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
第
一
号
」

を
「
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
四
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
十

七
第
四
項
」
に
、
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
五
十
四
条
」
に
、
「
第
四
十
五
条
の
三
第
四
項
第
二

号
」
を
「
第
五
十
五
条
の
七
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
四
十
五
条
の
三
第

四
項
第
三
号
又
は
第
四
十
九
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
七
第
四
項
第
三
号
又
は
第
五
十
五

条
の
十
七
第
四
項
」
に
、
「
第
四
十
一
条
」
を
「
第
五
十
四
条
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第

四
十
九
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
第
五
十
五
条
の
十
七
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に

改
め
、
「
除
く
。
」
の
下
に
「
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
三
条
の
六
中
「
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
等
」
を
「
農
地
中
間
管
理
機
構
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で 

削
除 

 

第
三
十
五
条
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。 

 

（
証
紙
代
金
収
納
計
器
に
よ
る
収
納
印
の
表
示
の
取
扱
い
） 

第
三
十
五
条
の
二 

条
例
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
の
証
紙
代
金
収
納
計
器
に
よ
る
自
動
車
税
に

つ
い
て
の
収
納
印
の
表
示
は
、
知
事
の
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
収
納
計
器
取
扱
人
」
と
い

う
。
）
及
び
埼
玉
県
自
動
車
税
事
務
所
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
人
指
定
申
請
書
を
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

収
納
計
器
取
扱
人
は
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
、
取
扱
場
所
等
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

又
は
取
扱
い
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
人
指
定

事
項
変
更
届
又
は
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
廃
止
届
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

知
事
は
、
収
納
計
器
取
扱
人
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
収
納
計
器
取
扱
人
の

指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

始
動
票
札
を
用
い
な
い
で
表
示
を
し
た
と
き
。 

 

二 

そ
の
他
収
納
計
器
取
扱
人
と
し
て
不
適
当
と
認
め
た
と
き
。 

５ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
納
計
器
取
扱
人
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、

証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
人
指
定
取
消
通
知
書
に
よ
り
当
該
取
消
し
に
係
る
者
に
対
し
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。 

６ 

知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
収
納
計
器
取
扱
人
を
指
定
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨

を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
変
更
届
若
し
く
は
廃
止
届
が
提
出
さ
れ

た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 

７ 

収
納
計
器
取
扱
人
は
、
証
紙
代
金
収
納
計
器
を
使
用
す
る
場
合
に
は
、
埼
玉
県
自
動
車
税
事

務
所
長
に
対
し
、
証
紙
代
金
収
納
計
器
に
係
る
始
動
票
札
の
交
付
請
求
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 



８ 

収
納
計
器
取
扱
人
は
、
始
動
票
札
の
交
付
を
受
け
る
時
ま
で
に
始
動
票
札
に
表
示
す
る
金
額

を
県
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

９ 
収
納
計
器
取
扱
人
は
、
埼
玉
県
自
動
車
税
事
務
所
長
の
交
付
し
た
始
動
票
札
に
表
示
し
た
金

額
を
限
度
と
し
て
証
紙
代
金
収
納
計
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

10 

収
納
計
器
取
扱
人
は
、
証
紙
代
金
収
納
計
器
に
よ
る
収
納
印
を
誤
つ
て
表
示
し
た
場
合
に
お

い
て
、
知
事
が
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
誤
つ
て
表
示
し
た
収
納

印
の
表
示
金
額
に
相
当
す
る
金
額
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

収
納
計
器
取
扱
人
は
、
当
該
収
納
印
を
誤
つ
て
表
示
し
た
こ
と
を
証
す
る
申
告
書
等
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

11 

収
納
計
器
取
扱
人
は
、
証
紙
代
金
収
納
計
器
に
よ
る
収
納
印
の
表
示
の
状
況
を
証
紙
代
金
収

納
印
表
示
記
録
簿
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
紙
代
金
収
納
印

表
示
記
録
簿
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
記
録
を
開
始
し
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
を
も
つ
て
閉
鎖

す
る
も
の
と
す
る
。 

12 

使
用
済
み
の
始
動
票
札
は
そ
の
使
用
の
完
了
の
日
か
ら
、
証
紙
代
金
収
納
印
表
示
記
録
簿
は

そ
の
閉
鎖
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

13 

埼
玉
県
自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
税
の
保
全
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、

証
紙
代
金
収
納
計
器
に
封
印
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

14 

収
納
計
器
取
扱
人
は
、
証
紙
代
金
収
納
計
器
に
よ
る
収
納
印
の
表
示
に
よ
る
納
付
の
方
法
の

廃
止
そ
の
他
知
事
が
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
既
に
収
納
印
を

表
示
し
た
金
額
の
合
計
額
が
始
動
票
札
に
表
示
し
た
金
額
に
達
し
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
始

動
票
札
に
表
示
し
た
金
額
か
ら
既
に
収
納
印
を
表
示
し
た
金
額
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
金

額
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
手
数
料
） 

第
三
十
五
条
の
三 

収
納
計
器
取
扱
人
に
対
し
て
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
前
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
納
入
し
た
金
額
の
合
計
額
（
当
該
合
計
額
の
う
ち
、

同
条
第
十
項
又
は
第
十
四
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
し
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

合
計
額
か
ら
当
該
還
付
し
た
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交
付
対
象

額
」
と
い
う
。
）
に
千
分
の
十
（
交
付
対
象
額
の
う
ち
、
五
千
万
円
を
超
え
二
十
億
五
千
万
円

以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
千
分
の
五
、
二
十
億
五
千
万
円
を
超
え
三
十
億
五
千
万
円
以
下
の
部

分
に
つ
い
て
は
千
分
の
四
、
三
十
億
五
千
万
円
を
超
え
四
十
億
五
千
万
円
以
下
の
部
分
に
つ
い

て
は
千
分
の
三
、
四
十
億
五
千
万
円
を
超
え
五
十
億
五
千
万
円
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
は
千
分

の
二
、
五
十
億
五
千
万
円
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
千
分
の
一
）
の
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に

百
分
の
百
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
手
数
料
と
し
て
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
毎
月
末
日
現
在
に
お
け
る
交
付
対
象
額
に
つ
い
て
同
項
の
規



定
を
適
用
し
て
計
算
し
て
得
た
額
か
ら
既
に
交
付
し
た
手
数
料
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
翌

月
十
五
日
ま
で
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
（
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
の
免
除
の
申
告
又
は
納
付
義
務
の
免
除
の
申
請
） 

第
三
十
五
条
の
四 

条
例
第
五
十
五
条
の
五
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
の
納
税
義
務
又
は
納
付
義
務
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
自
動
車
税
環
境
性
能
割
納
税
義
務
（
納
付
義
務
）
免
除
申
告
（
申
請
）
書
を
埼
玉
県
自
動

車
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
環
境
性
能
割
の
還
付
の
申
請
） 

第
三
十
五
条
の
五 

条
例
第
五
十
五
条
の
五
第
六
項
又
は
第
五
十
五
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
動
車
税
環
境
性
能
割

還
付
申
請
書
を
埼
玉
県
自
動
車
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
自
動
車
税
の
減
免
に
係
る
身
体
障
害
者
等
の
範
囲
） 

第
三
十
五
条
の
六 

条
例
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
身
体
に
障
害
を
有
し
歩

行
が
困
難
な
者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 

一 

身
体
障
害
者
福
祉
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け

て
い
る
者
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表

第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の 

                

乳
幼
児

期
以
前

の
非
進

行
性
の

脳
病
変

に
よ
る

運
動
機

能
車
以

外 体
幹
不
自
由 

下
肢
不
自
由 

    

上
肢
不
自
由 

音
声
機
能
又
は
言
語

機
能
の
障
害 

平
衡
機
能
障
害 

視
覚
障
害 

視
覚
障
害 

障
害
の
区
分 

移
動
機

能 上
肢
機

能 

 

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級 

  

一
級
又
は
二
級 

  

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
又
は
五
級 

一
級
か
ら
六
級
ま
で
の
各
級 

一
級
又
は
二
級 

三
級
（
喉
頭
が
摘
出
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
） 

三
級 

二
級
又
は
三
級 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級
又
は
四
級
の
１ 

障
害
の
級
別 

 



            

二 

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交

付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
別
表
第
一
号
表
ノ
二
又

は
第
一
号
表
ノ
三
の
上
欄
に
定
め
る
障
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の 

                  

２ 

条
例
第
五
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
精
神
に
障
害
を
有
し
歩
行
が
困
難
な
者

肝
臓
機
能
障
害 

小
腸
の
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

の
機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

腎
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

体
幹
不
自
由 

下
肢
不
自
由 

   

上
肢
不
自
由 

音
声
機
能
又
は
言
語

機
能
の
障
害 

平
衡
機
能
障
害 

聴
覚
障
害 

視
覚
障
害 

障
害
の
区
分 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項
症
又
は
第
一
款
症

か
ら
第
三
款
症
ま
で
の
各
款
症 

特
別
項
症
か
ら
第
六
項
症
ま
で
の
各
項
症
又
は
第
一
款
症

か
ら
第
三
款
症
ま
で
の
各
款
症 

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
二
項
症
ま
で
の
各
項
症
（
喉
頭
が
摘
出

さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
） 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症 

特
別
項
症
か
ら
第
四
項
症
ま
で
の
各
項
症 

障
害
の
程
度 

 

肝
臓
機
能
障
害 

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ

ル
ス
に
よ
る
免
疫
機

能
障
害 

小
腸
の
機
能
障
害 

ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸

の
機
能
障
害 

呼
吸
器
機
能
障
害 

腎
臓
機
能
障
害 

心
臓
機
能
障
害 

能
障
害 

 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級 

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級 

一
級
又
は
三
級 

一
級
又
は
三
級 

一
級
又
は
三
級 

一
級
又
は
三
級 

一
級
又
は
三
級 

 

 



で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 

一 

療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
当
該
手
帳
の
障
害
の
程
度
の
記
載
欄
に
障

害
の
程
度
が
Ⓐ
又
は
Ａ
と
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の 

 

二 
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成

十
八
年
政
令
第
十
号
）
第
一
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
精
神
通
院
医
療
を
受
け
て
い
る
者

の
う
ち
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三
項
に
定
め
る
一
級
の
障
害
を
有
す
る
も
の 

 

（
条
例
第
五
十
五
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
性
能
割
の
減
免
の
額
） 

第
三
十
五
条
の
七 

条
例
第
五
十
五
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
す
る
環
境
性
能
割
の
額

は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。 

 

一 

税
額 

 

二 

三
百
万
円
に
条
例
第
五
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
四

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
同
条
第
三
項
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額 

２ 

構
造
上
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
も
の
と
認
め
ら
れ
る
自
動
車
又
は
身
体
障

害
者
が
運
転
す
る
た
め
の
構
造
変
更
が
な
さ
れ
た
自
動
車
の
取
得
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中
「
三
百
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
百
万
円
に
身
体
障
害
者

等
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
構
造
変
更
又
は
身
体
障
害
者
が
運
転
す
る
た
め
の
構
造
変
更
に
係

る
価
額
を
加
算
し
た
価
額
」
と
す
る
。 

３ 

条
例
第
五
十
五
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
性
能
割
の
減
免
を
受
け
た
者
が
あ
る
と

き
は
、
当
該
減
免
の
対
象
と
な
つ
た
環
境
性
能
割
に
係
る
自
動
車
の
取
得
の
日
か
ら
一
年
以
内

に
行
つ
た
当
該
身
体
障
害
者
等
の
た
め
の
新
た
な
自
動
車
の
取
得
に
係
る
環
境
性
能
割
は
、
減

免
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。 

 

一 

道
路
運
送
車
両
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
永
久
抹
消
登
録
が
さ
れ
た
自
動
車

に
代
わ
る
自
動
車
の
取
得 

 

二 

震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
を
受
け
、
又
は
盗
難
に
か
か
つ
た
自
動
車
に
代
わ

る
自
動
車
の
取
得 

 

三 

前
二
号
と
の
権
衡
上
減
免
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
自
動
車
の
取
得 

 

第
三
十
六
条
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
四
十
九
条
第

一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
五
十
五
条
の
十
七
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
、
「
自
動
車
税
課
税
免
除
承

認
申
請
書
」
を
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
課
税
免
除
承
認
申
請
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
七
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
四
十
九
条
第
三
項
」

を
「
第
五
十
五
条
の
十
七
第
二
項
」
に
、
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号



中
「
第
五
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
十
一
第
一
項
」
に
、
「
自
動
車
税
」
を
「
種

別
割
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
百
五
十
条
第
二
項
」
を
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
二
項
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
百
五
十
条
第
一
項
」
を
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
」
に
改
め
、
同

号
ロ
中
「
第
百
五
十
条
第
二
項
」
を
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各

号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
四
十
九
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
十
七
第
二
項
」
に
、
「
自

動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」

に
、
「
第
百
五
十
条
第
二
項
」
を
「
第
百
七
十
七
条
の
十
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第

四
百
五
十
四
条
」
を
「
第
四
百
六
十
三
条
の
二
十
三
」
に
改
め
、
「
軽
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の

種
別
割
」
を
加
え
、
「
係
る
自
動
車
税
」
を
「
係
る
種
別
割
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
八
条
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
五
十
五
条
の

二
」
を
「
第
五
十
五
条
の
十
九
」
に
、
「
自
動
車
税
に
」
を
「
種
別
割
に
」
に
、
「
自
動
車
税
納

税
証
明
印
」
を
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
証
明
印
」
に
改
め
る
。 

  

第
四
十
四
条
の
表
四
の
二
号
中
「
第
百
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
一
条
第
二
項
」
に
、 

 

「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
」
に
改
め
、
同
表
八
の
五
号
及
び
九
の
二
の
三 

 

号
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
（
種
別
割
）
」
を
加
え
、
同
表
十
一
の
二
号
中
「
自
動
車
取
得
税
・ 

 

自
動
車
税
」
を
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
・
自
動
車
税
（
種
別
割
）
」
に
改
め
、
同
表
二
十
七
号
、 

 

二
十
七
の
三
号
か
ら
二
十
七
の
七
号
ま
で
の
規
定
、
二
十
七
の
九
号
、
二
十
八
の
五
号
及
び
二
十 

 

八
の
六
号
中
「
地
方
法
人
特
別
税
」
を
「
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税
」
に
改
め
、 

 

同
表
五
十
八
号
及
び
五
十
九
号
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
（
種
別
割
）
」
を
加
え
、
同
表
五
十 

 

九
の
二
号
中
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
九 

 

の
四
号
及
び
五
十
九
の
五
号
中
「
第
二
十
三
条
第
三
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
第
三
項
」
に
改 

 

め
、
同
表
五
十
九
の
六
号
中
「
第
二
十
三
条
第
五
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
第
五
項
」
に
改
め
、 

 

同
表
五
十
九
の
七
号
中
「
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
五
十
一
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
五
十
五 

 

条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
の
十
一
第
四
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
九
の
八
号
及
び
五
十
九 

 

の
九
号
中
「
第
二
十
三
条
第
七
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
第
七
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
九
の 

 

十
号
中
「
第
二
十
三
条
第
十
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
第
十
項
」
に
改
め
、
同
表
五
十
九
の
十 

 

 



一
号
中
「
第
二
十
三
条
第
十
一
項
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
表
六
十
の 

 
二
号
及
び
六
十
の
三
号
中
「
第
五
十
三
条
」
を
「
第
五
十
五
条
の
十
五
」
に
改
め
、
同
表
六
十
一 

 

号
及
び
六
十
一
の
二
号
中
「
自
動
車
税
」
下
に
「
（
種
別
割
）
」
を
加
え
、
「
第
五
十
五
条
の
二
」 

 

を
「
第
五
十
五
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同
表
六
十
一
の
三
号
中
「
自
動
車
取
得
税
及
び
」
を
削
り
、 

 

「
第
四
十
三
条
第
三
項
及
び
第
五
十
一
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
及
び
第 

 

五
十
五
条
の
十
一
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
六
十
四
の
三
号
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車 

 

税
環
境
性
能
割
」
に
、
「
第
百
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
百
六
十
一
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同 

 

表
六
十
四
の
四
号
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
」
に
、
「
第
百
二
十
九
条 

 

第
四
項
、
第
百
三
十
二
条
第
六
項
及
び
第
百
三
十
三
条
第
五
項
」
を
「
第
百
六
十
八
条
第
四
項
、 

 

第
百
七
十
一
条
第
六
項
及
び
第
百
七
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
表
六
十
四
の
六
号
中
「
自
動 

 

車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
」
に
、
「
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
六
条
」
を
「
第
三 

 

十
五
条
の
四
又
は
第
三
十
五
条
の
五
」
に
改
め
、
同
表
六
十
四
の
六
の
二
号
中
「
自
動
車
取
得
税
」 

 

を
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
」
に
改
め
、
同
表
六
十
四
の
七
号
及
び
六
十
四
の
八
号
中
「
自
動
車 

 

取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
」
に
、
「
第
四
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
五
条
の
五

第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
十
七
項
を
附
則
第
十
八
項
と
し
、
附
則
第
十
六
項
中
「
附
則
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
」

を
「
附
則
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
「
、
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加

え
、
「
自
動
車
税
納
税
義
務
免
除
申
告
書
兼
還
付
申
請
書
」
を
「
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
義

務
免
除
申
告
書
兼
還
付
申
請
書
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
七
項
と
し
、
附
則
第
十
五
項
中
「
自

動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
同
項
を
附
則
第
十
六
項
と
し
、
附
則
第
十
四
項
中
「
附

則
第
十
八
条
の
五
第
一
項
」
を
「
附
則
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
」
に
、
「
、
自
動
車
取
得
税
」

を
「
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
に
、
「
自
動
車
取
得
税
納
税
義
務
免
除
申
告
書
兼
還
付
申
請

書
」
を
「
自
動
車
税
環
境
性
能
割
納
税
義
務
免
除
申
告
書
兼
還
付
申
請
書
」
に
改
め
、
同
項
を
附

則
第
十
五
項
と
し
、
附
則
第
十
三
項
中
「
附
則
第
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
附
則
第
二
十
二
条

の
四
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
、
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
に
、
「
第

二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
三
十
五
条
の
七
第
一
項
第
二
号
」
に
、
「
第
三
十
八
条
」
を

「
第
五
十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

 

 

 



場
合
を
含
む
。
）
又
は
同
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
附
則
第
十
四
項
と
し
、
附
則
第
十
二
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

13 
条
例
附
則
第
三
条
の
二
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
法
附
則
第
二
十
九

条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
協
議
に
関
す
る
事
務
と
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
号
（
四
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度  埼玉県  自動車税（種別割）納税通知書兼領収証書 
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  埼玉県      年度 

公  
通常払込料金

加入者負担 
 

埼玉県 

納付書 
公  

通常払込料金

加入者負担 

     領収済通知書   自動車税（種別割） （払込金受領証） 自動車税（種別割）（原符） 
 

登録番号（車のナンバー） 

 

課税年度 課税相当年度 調定事由 

加入 

者名 
 

口座 

番号 
 

合計

金額 
円 

加入者名  
    

口座番号  

収納機関 

番  号 
 

納付 

番号 
 

確認

番号 
 

納付

区分 
 

納付 

番号 
 

  

 納   期   限 

税目コード  登録番号  課税相当年度  
調定

事由 
 登 録 番 号        年   月   日 

県税コード  県税事務所 自動車税 年度  納期限 年 月 日 課税相当年度  
調定

事由 
 

様   

 

税 額（税 率） 

           ▼     ▼    ▼    ▼   ▼   ▼    ▼ 税   額 円 円 

34  延 滞 金 円 
延   滞   金 

切

り

取

ら

な

い

で

お

出

し

く

だ

さ

い

。 

切

り

取

ら

な

い

で

お

出

し

く

だ

さ

い

。 

円 

 

合 計 金 額      円 
合      計 

納 期 限 年  月  日 

 右のとおり納めてください。 

円 

税 額 円 延 滞 金 円 

 

領 

収 

日 

付 

印 

 

延滞金特例期間

の末日 
年  月  日        年  月  日 

 延滞金は納付指定日現在の計

算です。 

納税者   

納

税

者 

 

  埼玉県自動車税事務所長 □印  上記のとおり領収しました。 

 

 

領 

収 

日 

付 

印 

 

年度  
領 

収 

日 

付 
印 

 

コ

ン

ビ

ニ

収

納 

 

税目  

 納付場所等については裏面を御覧ください。 

 郵便局窓口では、本片に領収印は押印されず、

左片の納付書が領収証書に代えて交付されます。 
 

 

県税  

 

  

  

 
 

 
    （納税者保管） 

（コンビニエンスストア本部控／県税保管） （郵便局→納税者）（コンビニエンスストア店舗控／金融機関保管）  

備考 裏面には、納付場所、賦課の根拠となつた法律及び条例の規定、納期限までに税金を納付しなかつた場合においてとられるべき措置、賦課に不服がある場合における救済の方法並びに取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記載し、交付する

こと。 

 

別記様式第四号（四）（自動車税（種別割）） 



 
 

 
 

 

別
記
様
式
第
四
号
（
四
の
二
）
中
「 

 
 

 
 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

」
を
加
え
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
記
様
式
第
四
号
（
四
の
三
）
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 

を 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
、
同
様
式
の
附
表
中 

 
 

 
 

 

の
次
に 

 
 

 
 

 
 

を
加

え
る
。 

  

別
記
様
式
第
四
号
の
二
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 

を 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
二
の
三
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

    

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
三
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
四
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
四
の
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      
 

（
自

動
車

税
 

（
種

別
割

）
 

 

「
第

１
４

５
条

」
 

動
車

税
 

自
動

車
税

 
自

動
車

税
（

種
別

割
）
 

「
第

１
４

６
条

」
 

「
自

動
車

税
」

 
「

（
種

別
割

）
」

 

（
自

動
車

取
得

税
 

（
自

動
車

税
環

境
性

能
割

 
自

 

動
車
取
得
税
 

自
動

車
税

 

環
境

性
能

割
 

 
8
 

 
 
1
9
 

 
8
 

 
 
3
6
 

地
方

法
人

特
別

税
、

自
動

車
税

 
特

別
法

人
事

業
税

 

又
は

地
方

法
人

特
別

税
、

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

地
方

法
人

特
別

税
、

自
動

車
税

 
特

別
法

人
事

 

業
税

又
は

地
方

法
人

特
別

税
、
自

動
車

税
（

種
別

割
）
」
 

に
改
め
、 

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

 

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

・
郵

便
局

 

で
の

納
付

は
納

付
指

定
日

ま
で

に
限

り
ま

す
。

 

の
窓

口
で

の
納

付
は

納
期

限
ま

で
に

限
り

ま
す

。
」

 

を
削
る
。 

地
方

法
人

特
別

税
、

自
動

車
税

 
特

別
法

人
事

業
税

 

又
は

地
方

法
人

特
別

税
、

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

地
方

法
人

特
別

税
）

 
特

別
法

人
事

業
税

又
は

地
方

 

法
人

特
別

税
）

」
 

「
法

人
県

民
税

・
事

業
税

 

 
地

方
法

人
特

別
税
」

 

「
法

人
県

民
税

・
事

業
税

 

 
特

別
法

人
事

業
税

又
は

 

 
地

方
法

人
特

別
税
」

 
 

 

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

「
 

」
 
「

 

」
 

」
 

「
 

「
 

」
 

「
 

」
 

自
 

 

 

」
 

「
 

「
 

」
 

」
 

「

 



   
 

別記様式第四号の五（四の二）（法人の県民税・事業税、特別法人事業税又は地方法人特別税） 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県 法人県民税・事業税、特別法人事業税又は地方法人特別税  領収証書 
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 埼玉県 法人県民税・事業税 

特別法人事業税又は地方法人特別税  
公  

通常払込料金

加 入 者 負担 
 

埼玉県 

納付書 
公 

法人県民税 

・事業税 

通常払込料金 

加 入 者 負 担 

   領収済通知書 （払込金受領証）特別法人事業税又は地方法人特別税（原符） 

加入

者名 
 

口座

番号 
 

合計

金額 
円 

加入者名  

 

 領収金内訳  

口座番号  

 

法 

人 

県 

民 

税 

税 額 円 
収納機関 

番  号 
 

納付

番号 
 

確認

番号 
 

納付

区分 
 

納付 

番号 
 

延 滞 金 円 

税目コード  納 税 番 号  事業年度始期  
調定

事由 
 納 税 番 号        

                                  様 
計 円 

県税コード  県税事務所  年度  納期限 年 月 日 事業年度始期  
調定

事由 
 

 

又
は
地
方
法
人
特
別
税 

法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税 

税 額 円 

             ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼ 
税    額 円 延 滞 金 円 

延  滞  金 円 
年    度 年度 納 税 番 号  

加 

算 

金 

過少申告

加 算 金 
円 

34  
切

り

取

ら

な

い

で

お

出

し

く

だ

さ

い

。 

過少・不申告 

加  算  金 
円 

切

り

取

ら

な

い

で

お

出

し

く

だ

さ

い

。 

事業年度始期  調 定 事 由  
不 申 告 

加 算 金 
円 

 

重 加 算 金       円 

合 計 金 額       円 納  期  限 年  月  日 

 

 
重加算金 円 

計 円 

納  期  限 年  月  日 
指 定 納 期限       年  月  日  合   計 円 

県民税 税   額 円 延 滞 金 円 

 

領 

収 

日 

付 

印 

 

延滞金特例期間

の末日 
年  月  日 

延滞金特例期間 

の  末  日 
年  月  日  

 延滞金は納付指定日現在の計算です。 

 

 上記のとおり領収しました。 事業税

特別税 

税   額 円 延 滞 金 円 
納税者 

納 付 指 定日       年  月  日  
過少申告・ 

不申告加算金 
円 重加算金 円 

 

領 

収 

日 

付 

印 

 

年度  領 

収 

日 

付 

印 

 

 

納

税

者 

 
 納付場所等については裏面を御覧ください。 

 郵便局窓口では、本片に領収印は押印されず、左片の納付書が領収証書に代えて交付されます。 

 

 

税目  

 
 

県税  

   埼玉県     県税事務所             （納税者保管） 

（県税事務所保管） （郵便局→納税者）     （金融機関保管）  

備考 １ 裏面には納付の場所を記載し、交付すること。 

   ２ 延滞金特例期間とは、延滞金年７．３％の割合又は地方税法附則第３条の２第１項に規定する特例基準割合に年１％の割合を加算した割合のいずれかを適用する期間をいう。 



 
 

 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
）
中
「 

 
 

 
 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 

を
加
え
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
の
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

        
 

（
自

動
車

税
 

（
種

別
割

）
」

 

動
車

税
 

自
動

車
税

 

（
種

別
割

）
 

自
動

車
税
 

自
動

車
税

 
（

種
別

割
）

 

「

 

自
 

 

 

」

 「

 
」

 

「

 

」

 「

 
」

 



  
 

別記様式第四号の五（五の二）（自動車税（種別割）。手書き用） 

 （３枚目）                （２枚目）                （１枚目） 
     

○公 領 収 済 通 知 書 県税 自動車税（種別割）   ○公 納 付 書 県税 自動車税（種別割）   ○公 領 収 証 書 県税 自動車税（種別割）  

     

 
口座
番号 

 
加入
者名 

埼玉県自動車税事務所長    
口座
番号 

 
加入
者名 

埼玉県自動車税事務所長    
口座
番号 

 
加入
者名 

埼玉県自動車税事務所長  

 住所（所在地）及び氏名（名称） 

 

 住所（所在地）及び氏名（名称） 

 

 住所（所在地）及び氏名（名称） 

 

様  
登録番号の記号 

 

Ｍ＝大宮 Ｋ＝熊谷 
Ｒ＝所沢 Ｂ＝春日部 
Ｗ＝川越 Ｃ＝川口 
Ｙ＝越谷 Ｓ＝埼 
 

       登録番号の記号 

 

Ｍ＝大宮 Ｋ＝熊谷 
Ｒ＝所沢 Ｂ＝春日部 
Ｗ＝川越 Ｃ＝川口 
Ｙ＝越谷 Ｓ＝埼 

       登録番号の記号 

 

Ｍ＝大宮 Ｋ＝熊谷 
Ｒ＝所沢 Ｂ＝春日部 
Ｗ＝川越 Ｃ＝川口 
Ｙ＝越谷 Ｓ＝埼 

     
 税 目 登録番号 

課 税 

年 度 

課税相

当年度 

調 定 

事 由 
  税 目 登録番号 

課 税 

年 度 

課税相

当年度 

調 定 

事 由 
  税 目 登録番号 

課 税 

年 度 

課税相

当年度 

調 定 

事 由 

11       11       11      

 納 期 限 
税 額 

円    納 期 限 
税 額 

円    納 期 限 
税 額 

円  

 ・  ・     ・  ・     ・  ・   

 延滞金特例期間の末日 
延 滞 金 

    延滞金特例期間の末日 
延 滞 金 

    延滞金特例期間の末日 
延 滞 金 

  

 ・  ・     ・  ・     ・  ・   

 税 率 
合 計 

    税 率 
合 計 

    税 率 
合 計 

  

              

 
 

  
納付期日 ・  ・ 

   
 

       
 

     

                  

 上記のとおり領収済につき通知します。 

金融機関        
 
 上記のとおり納付します。 

 
 上記のとおり領収しました。 

 県税コード  （宛先） 

 埼玉県自動車税事務所出納員 

  県税コード 
 埼玉県自動車税事務所所管 

  県税コード 
 埼玉県自動車税事務所 

 30   30   30 

 取りまとめ店  領

収

日

付

印 

 
（
県
税
保
管
） 

    領

収

日

付

印 
 （

金
融
機
関
保
管
） 

  領

収

日

付

印 

 （
納
税
者
保
管
） 

            

          

     

 



 

別
記
様
式
第
四
号
の
五
（
五
の
三
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 

別
記
様
式
第
四
号
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    
 

自
動

車
取

得
税

、
自

動
車

税
」
 

自
動

車
税

環
境

 

性
能

割
・
自

動
車

税
（

種
別

割
）
 

」
に
改
め
、 「

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

で
の

納
付

は
納

付
指

定
 

 
ゆ

う
ち

ょ
銀

行
・

郵
便

局
の

窓
口

で
の

納
付

は
納

 

日
ま

で
に

限
り

ま
す

。
 

期
限

ま
で

に
限

り
ま

す
。

」
 

を
削
る
。 



 
 

別記様式第四号の六 

（１枚目） 

  
 県 税 関 係 

納    付  （入）  書 

税 目 税目コード  
納付(入)受託分 法 人 県 民 税 02 

 個 人 事 業 税 04 
法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 05  

 住所（所在地）及び氏名（名称） 不動産取得税 07  
軽 油 引 取 税 22  

   

様   
受託証書番号      
証券記号番号     
整 理 簿 番 号     

  年 度 
県 税
コード 

税 目
コード 

期（月）別又は 
事業年度の始期 

調 定
事 由
コード 

納 税 番 号 税 額 延滞金 
過少・ 
不申告 
加算金 

重加算金 合 計 
納 期 限 

摘     要  

 特例期間の末日  

         05  06  
過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
  Ａ

金
融
機
関
保
管 

 県税コード  支 払 期 日  領 収 金 額 合 計  領
収
日
付
印 

 
   埼玉県    事務所所管 

    年  月  日 
  億 千 百 十 万 千 百 十 円  

 （注）指定金融機関は、受託証券を現金化し、納付（入）の手続をと
つたときは、各片を直ちに当県税事務所に送付してください。 

 
  上記のとおり納付（入）します。 

 



 
 

（２枚目） 

  
 県 税 関 係 

 

データ
区 分 

１  
  13 

領  収  済  通  知  書 

税 目 税目コード  
納付(入)受託分 法 人 県 民 税 02 

  個 人 事 業 税 04 
法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 05  

 住所（所在地）及び氏名（名称） 不動産取得税 07  
軽 油 引 取 税 22  

   

様   
受託証書番号      
証券記号番号     
整 理 簿 番 号     

  年 度 
県 税
コード 

税 目
コード 

期（月）別又は 
事業年度の始期 

調 定
事 由
コード 

納 税 番 号 税 額 延滞金 
過少・ 
不申告 
加算金 

重加算金 合 計 納 期 限 
摘     要 

 

 特例期間の末日  
 

30 33 35 37 44 46 55 57 69 71 83 85 97 99 111 113  
         05  06  

07 
・ 
08 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

07 
・ 
08 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

07 
・ 
08 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

07 
・ 
08 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

07 
・ 
08 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

07 
・ 
08 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

07 
・ 
08 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
  Ｂ

県
税
保
管 

 県税コード  （宛先） 納 付 (入) 期 日  領 収 金 額 合 計  領
収
日
付
印 

 
   埼玉県    事務所出納員 

埼玉県指定金融機関  

 
12 

 

 197 
  ・  ・ 

 4 

  億 千 百 十 万 千 百 十 円  

  
   上記のとおり通知します。 

 



（３枚目） 

  
 県 税 関 係 

領   収   証   書 

税 目 税目コード  
納付(入)受託分 法 人 県 民 税 02 

 個 人 事 業 税 04 
法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 05  

 住所（所在地）及び氏名（名称） 不動産取得税 07  
軽 油 引 取 税 22  

   

様   
受託証書番号      
証券記号番号     
整 理 簿 番 号     

  年 度 
県 税
コード 

税 目
コード 

期（月）別又は 
事業年度の始期 

調 定
事 由
コード 

納 税 番 号 税 額 延滞金 
過少・ 
不申告 
加算金 

重加算金 合 計 
納 期 限 

摘     要  

 特例期間の末日  

         05  06  
過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
  Ｃ

納
税
者
保
管 

 県税コード  支 払 期 日  領 収 金 額 合 計  領
収
日
付
印 

 
   埼玉県        事務所 

    年  月  日 
  億 千 百 十 万 千 百 十 円  

   
  上記のとおり領収しました。 

 

 
 



 
 

（４枚目） 

  
 県 税 関 係 

領  収  済  連  絡  書 

担当部長 担当課長 検査担当者 

 

税 目 税目コード  
納付(入)受託分    法 人 県 民 税 02 

 個 人 事 業 税 04 
法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 05  

 住所（所在地）及び氏名（名称） 不動産取得税 07  
軽 油 引 取 税 22  

   
                        様 受託証書番号      

証券記号番号     
整 理 簿 番 号     

  年 度 
県 税
コード 

税 目
コード 

期（月）別又は 
事業年度の始期 

調 定
事 由
コード 

納 税 番 号 税 額 延滞金 
過少・ 
不申告 
加算金 

重加算金 合 計 
納 期 限 

摘     要  

 特例期間の末日  

         05  06  
過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
         05  06  

過 
・ 
不 

 09  11  
・    ・   

 ・    ・  
  

Ｄ
県
税
保
管 

 県税コード  支 払 期 日  領 収 金 額 合 計  領
収
日
付
印 

 
   （宛先） 

 埼玉県    事務所出納員 
    年  月  日 

  億 千 百 十 万 千 百 十 円  

          取扱者 
          （         ） 

 
  上記のとおり通知します。    埼玉県指定金融機関 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
別
記
様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                              
 

別
記
様
式
第
四
号
の
八
中
「 

 
 

」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

「
あ

て
先

」
 

自
動

車
税

 

（
種

別
割
）

分
 

自
動

車
税

分
 

「
宛

先
」
 

「
 

」
 

に
、 

を 



別記様式第五号 
 （１枚目） 

№    現   金   領   収   証   原   符 
 

県税関係 

納 人 
住 所  納 税 義 務 者 

(
第三者、第二次納税
義務者等による納付
（入）の場合 ) 

住 所  

氏 名  氏 名  

税 目 年 度 
県 税

コード 

税 目

コード 

期（月）別又は 

事業年度の始期 

調 定
事 由
コード 

納税番号 税 額 延 滞 金 
過 少 ・ 
不 申 告 
加 算 金 

重加算金 合 計 
納 期 限 

摘 要 特例期間
の末日 

02 法人県民税  

   

 

   
05 

円 

06 

円 過
・
不 

円 

09 

円 

11 

円 ・ ・  

・ ・ 

04 個人事業税  

   

 

   
05 

 

06 

 過
・
不 

 

09 

 

11 

 ・ ・  

・ ・ 

   
法 人 事 業 税 ・
特別法人事業税又は
地方法人特別税  

   

 

   
05 

 

06 

 過
・
不 

 

09 

 

11 

 ・ ・  

・ ・ 

07 不 動 産
取 得 税  

   

 

   
05 

 

06 

 過
・
不 

 

09 

 

11 

 ・ ・  

・ ・ 

22 軽油引取税  

   

 

   
05 

 

06 

 過
・
不 

 

09 

 

11 

 ・ ・  

・ ・ 

11 
自動車税
(種別割)

  

   

 

   
05 

 

06 

 過
・
不 

 

09 

 

11 

 ・ ・  

・ ・ 

          年  月  日 

  右の金額を領収しました。 

   埼玉県     事務所分任出納員   氏 名 

  支払金融
機 関 名 

 領 収 金 額 合 計 

 億 千 百 十 万 千 百 十 円 
小 切 手 
番 号 

 
 
 

  

 

05 



 
 

 （２枚目） 

№    現     金     領     収     証 
 

県税関係 

納 人 
住 所  納 税 義 務 者 

(
第三者、第二次納税
義務者等による納付
（入）の場合 ) 

住 所  

氏 名  氏 名  

税 目 年 度 
県 税

コード 

税 目

コード 

期（月）別又は 

事業年度の始期 

調 定
事 由
コード 

納税番号 税 額 延 滞 金 
過 少 ・ 
不 申 告 
加 算 金 

重加算金 合 計 
納 期 限 

摘 要 特例期間
の末日 

02 法人県民税 
      円 円 過

・
不 

円 円 円 ・ ・  

・ ・ 

04 個人事業税 
        過

・
不 

   ・ ・  

・ ・ 

   
法 人 事 業 税 ・
特別法人事業税又は
地方法人特別税 

        過
・
不 

   ・ ・  

・ ・ 

07 不 動 産
取 得 税 

        過
・
不 

   ・ ・  

・ ・ 

22 軽油引取税 
        過

・
不 

   ・ ・  

・ ・ 

11 
自動車税
(種別割)

 
        過

・
不 

   ・ ・  

・ ・ 

          年  月  日 

  右の金額を領収しました。 

   埼玉県     事務所分任出納員    氏 名        □印  

  支払金融
機 関 名 

 領 収 金 額 合 計 

 億 千 百 十 万 千 百 十 円 
小 切 手 
番 号 

 
 
 

  

 

05 



 
 

 （３枚目） 

№    現   金   領   収   済   報   告   書 
 

県税関係 

データ
区 分 

納

人 

住 所  納 税 義 務 者 

(
第三者、第二次納税
義務者等による納付
（入）の場合 ) 

住 所  

１ 13  氏 名  氏 名  

税 目 年 度 
県 税

コード 

税 目

コード 

期（月）別又は 

事業年度の始期 

調 定
事 由
コード 

納税番号 税 額 延 滞 金 
過 少 ・ 
不 申 告 
加 算 金 

重加算金 合 計 
納 期 限 

摘 要 特例期間
の末日 30 33 35 37  44 46 55 57 69 71 83 85 97 99 111 113 

02 法人県民税 

        
05 

 
06 

 07 
・ 
08 

 
09 

 
11 

 ・ ・  

・ ・ 

04 個人事業税 

        
05 

 

06 

 07 
・ 
08 

 

09 

 

11 

 ・ ・  

・ ・ 

  
法 人 事 業 税 ・
特別法人事業税又は
地方法人特別税 

        
05 

 
06 

 07 
・ 
08 

 
09 

 
11 

 ・ ・  

・ ・ 

07 不 動 産
取 得 税 

        
05 

 
06 

 07 
・ 
08 

 
09 

 
11 

 ・ ・  

・ ・ 

22 軽油引取税 

        
05 

 

06 

 07 
・ 
08 

 

09 

 

11 

 ・ ・  

・ ・ 

11 
自動車税
(種別割)

 

        
05 

 
06 

 07 
・ 
08 

 
09 

 
11 

 ・ ・  

・ ・ 

    
支払金融
機 関 名   領 収 

年 月 日 12 
197 
４    ・     ・ 

領 収 金 額 合 計 
 

 億 千 百 十 万 千 百 十 円 
小 切 手 
番 号    右の金額を領収したので報告します。 

   埼玉県     事務所分任出納員    氏 名 
   埼玉県     事務所長       様 

 

  

 

05 



 

別
記
様
式
第
八
号
の
五
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

を
「 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 

」 

 

別
記
様
式
第
九
号
の
二
の
三
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
号
（
一
）
中
「 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

」
を
加
え
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
号
（
二
）
中
「 

 
 

 
 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

」
を
加
え
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
記
様
式
第
十
号
（
五
）
の
附
表
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
一
号
（
一
）
の
注
意
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
一
号
（
二
）
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、 

「 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
様
式
の
注
意
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
、
同
様
式
の
附
表
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
一
号
の
三
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
り
、
同
表
の
備
考
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
一
号
の
六
の
注
意
１
及
び
別
記
様
式
第
十
一
号
の
七
の
備
考
１
中
「 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

自
動

車
税

納
付

 
自

動
車

税
（

種
別

割
）

納
付

 
下

 

記
自

動
車

税
」
 

を 

「
下

記
自

動
車

税
（

種
別

割
）

」
 

に
、 

「
自

動
車

税
の

」
 

自
動

車
税
（

種
 

別
割

）
の

」
 

自
動

車
税

 
自

動
車

税
 

（
種

別
割

）
 

に
改
め
る
。 

自
動

車
税

減
額

 

 

自
動

車
税

（
種

別
割

）
減

額
 

 

自
動

車
税

 

 

（
種

別
割

）
 

 
（

自
動

車
税

 

 

（
種

別
割

）
 

 

「
自

動
車

 

 
税

減
額

」
 

 

を 

 

「
自

動
車

税
（

種
別

割
）

減
額

」
 

 

に
、 

 

自
動

車
税

 

を 

 

自
動

車
税

 

（
種

別
割

）
 

に
改
め
る
。 

 

「
自

動
車

税
減

額
」
 

 

「
自

動
車

税
（

種
別

割
）

減
額

」
 

 

動
車

税
 

を 

 

自
動

車
税

 

（
種

別
割

）
 

に
改
め
る
。 

 
自

動
車

取
得

税
・

自
動

車
税

 

 

自
動

車
税

環
境

性
 

能
割

・
自

動
車

税
（

種
別

割
）
 

自
動

車
取

得
税

及
び

自
動

車
税

 

 

自
動

車
税

 

環
境

性
能

割
及

び
自

動
車

税
（

種
別

割
）

 

自
動

車
税

減
額

 

 

自
動

車
税

（
種

別
割

）
減

額
 

 
自

動
車

税
の

 

 

自
動

車
税

（
種

別
割

）
の

 

 

別
記
様
式
第
十
一
号
の
二
中 

 

自
動

車
取

得
税
 

自
動

車
税
 

を 

 

自
動

車
税

 

 

環
境

性
能

割
 

（
種

別
割

）
 

に
、 

 

第
４

 

第
４

 

５
条

の
３

第
２

項
 

９
条

第
３

項
 

 
」

 

「
第

５
５

条
の

７
第

２
項

 

 
第

５
５

条
の

１
７

第
２

項
」
 

自
動

車
取

得
税
 

自
動

車
税
 

自
動

車
税
 

環
境

性
能

割
 

自
動

車
税

 

（
種

別
割

）
 

「
自

動
車

取
得

税
又

は
自

動
車

税
」

 

 

動
車

税
環

境
性

能
割

又
は

自
動

車
税

（
種

別
割

）
 

 

自
動

車
取

得
 

 
税

・
自

動
車

税
 

 

「
自

動
車

税
環

境
性

能
割

・
自

動
車

税
（

種
別

割
）

」
 

 

税
及

び
自

動
車

税
 

 

自
動

車
税

環
境

性
能

割
及

び
自

動
車

税
（

種
別

割
）

 

 

 
 

 
税

に
係

る
 

「
自

 

自
動

車
取

得
 

 

別
記
様
式
第
十
号
（
三
）
中 

を 

に
、 

 

自
 

「 

 

 

」 

 

「 

 

」 

 

  

 

自
動

車
取

 

 
得

税
及

び
自

動
車

税
 

 

自
動

車
税

環
境

性
能

割
及

び
自

動
車

税
（

種
別

割
）

 

 

」 

 

を 

 



 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
一
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
別
記
様
式
第
十
四
号
（
一
の
二
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
二
）
及
び
別
記
様
式
第
十
四
号
（
二
の
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   
 

地
方

法
人

特
別

税
、
自

動
車

税
 

特
別

法
人

事
業

税
又

 

は
地

方
法

人
特

別
税

、
自

動
車

税
（

種
別

割
）

 

地
方

法
人

特
別

税
、
自

動
車

税
 

特
別

法
人

事
業

 

税
又

は
地

方
法

人
特

別
税

、
自

動
車

税
（

種
別

割
）

」
 

に
改
め
、 

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

で
 

ゆ
う

ち
ょ

銀
行

・
郵

便
局

の
 

の
納

付
は

納
付

指
定

日
ま

で
に

限
り

ま
す

。
 

窓
口

で
は

納
め

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

 

を
削
る
。 



 
 

別記様式第十四号（二）（法人の県民税・事業税、特別法人事業税又は地方法人特別税） 
 
都道府県コード ○法  督 促 状 兼 領 収 証 書 

下記のとおり滞納となつておりますので至急納め

てください。 

        年  月  日 

埼玉県  県税事務所長 □印   

様    

110001 

埼 玉 県 

 

年度 県税 税目 事業年度の始期 調定 納 税 番 号  

       

事    業    年    度 納 付 区 分  

   ・   ・   か
ら   ・   ・   ま

で
   

申 告 基 準 日            

法
人
県
民
税 

税 額 01 
円 

 

・    ・ 

延 滞 金 03   納 期 限            

・    ・ 
計 04  

 

指 定 納 期 限             

・    ・ 
法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税 

税 額 05 
 

 
延滞金特例期間の末日 

延 滞 金 06   ・    ・ 

 過少申告
加 算 金 

07 
 

 

・   ・   か
ら 

・   ・   ま
で
 

不 申 告
加 算 金 

08   

重加算金 09    

法  人  県  民  税（円） 計 10   

合   計 11  法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税（円）  

 領

収

日

付

印 

 

Ａ 

納
税
者
保
管 

 課 税 事 務 所 県税 

上記のとおり領収しました。 

○この督促状と行き違いに納税された場合は、
あしからず御了承ください。 

  
 
  備考１ 裏面には、督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までに完納されない場合の措置並びにこの通知に不服がある場合における救済の方法及び取消訴訟を行う場合の被告とすべき者、出訴期間等を記載し、交付す

ること。 
    ２ 延滞金特例期間とは、延滞金年７．３％の割合又は地方税法附則第３条の２第１項に規定する特例基準割合に年１％の割合を加算した割合のいずれかを適用する期間をいう。 

 
都道府県コード 法 人

特別法人事

地 方 法 人

県 民 税
事 業 税
業税又は

 

特 別 税

 納 付 書 

 

110001 

埼 玉 県 

 

年度 県税 税目 事業年度の始期 調定 納 税 番 号  

       

事    業    年    度 納 付 区 分  

   ・   ・   か
ら   ・   ・   ま

で   

申 告 基 準 日            

法
人
県
民
税 

税 額 01 
円 

 

・    ・ 

延 滞 金 03   納 期 限            

・    ・ 
計 04  

 

指 定 納 期 限             

・    ・ 
法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税 

税 額 05 
 

 
延滞金特例期間の末日 

延 滞 金 06   ・    ・ 

 過少申告
加 算 金 

07 
 

 

・   ・   か
ら 

・   ・   ま
で
 

不 申 告
加 算 金 

08   

重加算金 09    

法  人  県  民  税（円） 計 10   

合   計 11  法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税（円）  

 領

収

日

付

印 

 

Ｃ 

金
融
機
関
保
管 

 課 税 事 務 所 県税 

 

 

 

 

上記のとおり納付します。  

 

 
都道府県コード 法 人

特別法人事

地 方 法 人

県 民 税
事 業 税
業税又は

 

特 別 税

 領 収 済 通 知 書 

 

110001 

埼 玉 県 

30    33  35  37         44  46 

年度 県税 税目 事業年度の始期 調定 納 税 番 号  

       

事    業    年    度 納 付 区 分  

   ・   ・   か
ら   ・   ・   ま

で   

申 告 基 準 日            

法
人
県
民
税 

税 額 01 
57      円 

 

・    ・ 

延 滞 金 03   納 期 限            

・    ・ 
計 04   

指 定 納 期 限            

・    ・ 
法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税 

税 額 05 
 

 

延滞金特例期間の末日 

延 滞 金 06   ・    ・ 

 過少申告
加 算 金 

07 
 

 

・   ・   か
ら 

・   ・   ま
で 

不 申 告
加 算 金 

08   

重加算金 09    

法  人  県  民  税（円） 計 10   

合   計 11  法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税（円）  

 領

収

日

付

印 

 

Ｂ 

県
税
保
管 

 課 税 事 務 所 県税 

納 付 期 日 ・  ・ 

指 定 金 融 機 関 
（取りまとめ店） 

 

上記のとおり通知します。  

 

納 付 書 領 収 済 通 知 書 



 
 

別記様式第十四号（二の二）（法人の県民税・事業税、特別法人事業税又は地方法人特別税） 
      

埼玉県 法人県民税・事業税、特別法人事業税又は地方法人特別税 督促状兼領収証書 

領収金内訳           

  
埼玉県 法人県民税・事業税 

特別法人事業税又は地方法人特別税 
公      

埼玉県 
納付書 

公 
法人県民税 
・事業税 

  

   領収済通知書   特別法人事業税又は地方法人特別税（原符）  
 加入 

者名 
 

口座 
番号 

 
合計 
金額 

円 
  加入者名   

   口座番号    
法
人
県
民
税 

税 額 円 
 

 収納機関 
番  号 

 
納付
番号 

 
確認 
番号 

 
納付 
区分 

 
  納付 

番号 
 

   

     
延 滞 金 円 

 
 税目 

コード 
 

納税
番号 

 
事業年度
始期 

 
調定 
事由 

 
  

納税番号  
   

    様          
計 円 

 
 県税 

コード 
 

県税 
事務所 

 年度  納期限 年 月 日 
  事業年度

始期 
 

調定
事由 

 
   

     

又
は
地
方
法
人
特
別
税 

法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税 

税 額 円  
 ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼  

 
  

 

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

税  額 円   
 

切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

年   度 年度 納税番号  
 延 滞 金 円  

  延 滞 金 円   

加
算
金 

過少申告
加 算 金 

円 
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 過少・不申
告 加 算 金 

円 
 

事業年度始期  調定事由  
  

    不 申 告 
加 算 金 

円 
 

   重加算金 円  
納 期 限 年 月 日 

  

  

   
合計金額 円 

  重加算金 円  
    

指定納期限 年 月 日 
 計 円  

      
 

   納 期 限 年 月 日   
合   計 円 

 
 
県民税 税 額 円 延滞金 円 領

収

日

付

印 

 

 延滞金特例期間
の末日     

年 月 日 
 延滞金特例期間

の 末 日 
年 月 日 

  

 
 

  延滞金は納付指定日現在の計算です。 
 
事業税 
・特別
税 

税 額 円 延滞金 円 
 納税者  

納付指定日 年 月 日  
 

 
 

   上記のとおり領収しました。 
 過少申告・ 

不申告加算金 
円 重加算金 円 

   
 納付場所等については裏面を御覧ください。 
 上記のとおり滞納となつているので至急納めてください。 
 この督促状は  月  日現在で納税が確認できない方に送付しておりま
すので、行き違いに納税された方は御容赦ください。 
  
 
   埼玉県     県税事務所長 

領

収

日

付

印 

 

 

  
年度  領

収

日

付

印 

   
 納
税
者 

 

     

    税目      

      県税      

  
（県税事務所保管） 

      （納税者保管） 
  （金融機関保管）   

 備考 １ 裏面には、督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までに完納されない場合の措置、この通知に不服がある場合における救済の方法並びに取消訴訟を行う場合の被告とすべき者及び出訴期間等を記載し、

 交付すること。 

     ２ 延滞金特例期間とは、延滞金年７．３％の割合又は地方税法附則第３条の２第１項に規定する特例基準割合に年１％の割合を加算した割合のいずれかを適用する期間をいう。 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
三
の
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    
 「

（
自

動
車

税
」

 

 

「
（

自
動

車
税

（
種

別
割

）
」

 

 

動
車

税
 

を 

自
動

車
税
（

種
別

割
）
 

を 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
三
）
中 

に
、 

に
、 

自
動

車
税
 

を 
自

動
車

税
 

（
種

別
割

）
 

に
改
め
る
。 

自
動

車
税
 

 

 

」 

「 

」 

「 

」 

「 

」 



 
 

別記様式第十四号（三の二）（自動車税環境性能割、自動車税（種別割）） 
      埼玉県  自動車税      督促状兼領収証書  

  埼玉県 公      埼玉県 
納付書 公      

    領収済通知書   自動車税        自動車税     （原符）   登録番号(車のナンバー)  課税年度 課税相当年度 調定事由  
 加入 

者名  
口座
番号  

合計
金額 円 

  加入者名    
     

 
   口座番号     
 収納機

関番号  
納付
番号  

確認
番号  

納付
区分  

  納付 
番号  

   
     納  期  限  

 税目 
コード 

 登録番号  課税相当
年度 

 調定
事由 

   登録番号    年 月 日  

 県税 
コード 

 県税 
事務所 

自動車税 年度  納期限 年 月 日 
  課税相当

年度 
 調定

事由 
 

 様    
      税 額（税 率）  

 ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼   ▼    税  額 円    右のとおり滞納となつております 
ので、至急納めてください。 

円  
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延 滞 金 円 

  延 滞 金 特 例 
期 間 の 末 日 

年 月 日 
 延  滞  金  

  切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

 切
り
取
ら
な
い
で
お
出
し
く
だ
さ
い
。 

 
円 

 
   

合計金額 円 
 

納付指定日 年 月 日 
  

     合     計  

   納 期 限 年 月 日  
 

  円  

 
税 額 円 延滞金 円  

領

収

日

付

印 

 

 
延滞金特例期間
の末日     年 月 日    

延滞金は納付指定日
現在の計算です。  

  納税者  上記のとおり領収しました。  

 納
税
者 

  
  

 納付場所等については裏面を御覧くだ
さい。 
 この督促状は  月  日現在で納税
が確認できない方に送付しておりますの
で、行き違いに納税された方は御容赦く
ださい。 
  
 
  
 
   埼玉県自動車税事務所長 

領

収

日

付

印 

 

 

  年度  領

収

日

付

印 

   
 コ
ン
ビ
ニ
収
納 

  

 税目     
   県税     
   

 
    

       
       （納税者保管）  
         

 （コンビニエンスストア本部控/県税保管）  (コンビニエンスストア店舗控/金融機関保管)    

 備考 １ 裏面には、督促状を発した日から起算して１０日を経過した日までに完納されない場合の措置、この通知に不服がある場合における救済の方法並びに取消訴訟を行う場合の被告とす

べき者及び出訴期間等を記載し、交付すること。 

     ２ 延滞金特例期間とは、延滞金年７.３％の割合又は地方税法附則第３条の２第１項に規定する特例基準割合に年１％の割合を加算した割合のいずれかを適用する期間をいう。 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
五
）
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
加
え
、
同
様
式
の
注
意
７
中 

 
 

 
 

」
の
次
に 

を
加
え
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
十
七
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
三
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
六
ま

で
の
規
定
中 

 
 

 
 

 

の
次
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を
、 

 
 

 
 

の
次
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を
加
え
る
。 

 

別
記
様
式
第
二
十
七
号
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

     
 

別
記
様
式
第
十
四
号
（
四
）
中 「

（
自

動
車

税
」

 

 

を 「
（

自
動

車
税

（
種

別
割

）
」

 

 

に
、 

動
車

税
 

を 
自

動
車

税
 

（
種

別
割

）
 

に
改
め
る
。 

。
。 

「
（

自
動

車
取

得
税

」
 

 

「
（

自
動

車
税

環
境

性
能

割
」

 

 
自

動
車

取
得

税
 

を 
自

動
車

税
 

環
境

性
能

割
 

に
、 

 
8
 

 
 
1
9
 

を 
 
8
 

 
 
3
6
 

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
十
九
号
（
三
）
中 

（
１

）
 

法
人

県
民

税
 

（
２

）
 

法
人

事
業

税
 

 
 

 
・

地
方

法
人

特
別

税
 

（
２

）
 

自
動
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別記様式第二十七号の七 

 所在地 

 

 法人名 

                           様 

 代表者氏名 

 

 法人の県民税・法人の事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税
更正
決定

 

 法人の事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税の
過少申告
不 申 告

重
加算金決定

通知書（納額告知書）
 
 

 

 

 

 

 

 

 次のとおり通知します。 

 なお、不足税額、加算金及び延滞金を指定納期限までに納付してください。 

 年  月  日  

 

 

 

 

 

埼玉県    県税事務所長 □印   

 県 税   納税番号    

 
事 業 年 度 

年  月  日 から 

 年  月  日 まで 

 申 告 基 準 日 年  月  日 

 申 告 納 付 

期 限 

県 民 税 年  月  日 

 事 業 税 年  月  日 

 確 定 申 告 書 提 出 年 月 日 年  月  日 

 修 正 申 告 書 提 出 年 月 日 年  月  日 

事         業         税  県    民    税 

摘           要 課税標準 税  率 税  額  （ 使 途 秘 匿 金 税 額 等 ） 

法 人 税 法 の 規 定 に よ つ て 計 算 し た 法 人 税 額 

（   円） 

円 

所 

得 

割 

所 得 金 額 総 額 円    

年 4 0 0 万 円 以 下 の 金 額  ／100 円  試験研究費の額等に係る法人税額の特別控除額  

年400万円を超え年800万円以下の 
金額又は年400万円を超える金額 

 ／100   還 付 法 人 税 額 等 の 控 除 額  

年 8 0 0 万 円 を 超 え る 金 額  ／100   退 職 年 金 等 積 立 金 に 係 る 法 人 税 額  

計     課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の総額 ア  

軽 減 税 率 不 適 用 法 人 の 金 額  ／100   ２以上の道府県に事務所又は事業所を有する法人にお
ける課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額

 イ

  

 

価
値
割 

付
加 

付 加 価 値 額 総 額      

付 加 価 値 額  ／100   法 人 税 割 額      ア又はイ ×
 
  
100

  

資
本
割 

資 本 金 等 の 額 総 額     
道 府 県 民 税 額 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額 

 

資 本 金 等 の 額  ／100    

収
入
割 

収 入 金 額 総 額     外 国 の 法 人 税 等 の 額 の 控 除 額  

収 入 金 額  ／100   仮 装 経 理 に 基 づ く 法 人 税 割 額 の 控 除 額  

 

 
 



 
 

合 計 事 業 税 額   差 引 法 人 税 割 額  

平 成 2 8 年 改 正 法 附 則 第 ５ 条 の 控 除 額   既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 法 人 税 割 額  

事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額   租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 法 人 税 割 額 の 控 除 額  

仮 装 経 理 に 基 づ く 事 業 税 額 の 控 除 額   過 不 足 法 人 税 割 額  

差 引 事 業 税 額   均

等

割

額 

算定期間中において事務所等を有していた月数 ウ 月 

既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 事 業 税 額   
均 等 割 額           円 × ウ 12 

 

租 税 条 約 の 実 施 に 係 る 事 業 税 額 の 控 除 額    

差 引 過 不 足 事 業 税 額   既 に 納 付 の 確 定 し た 当 期 分 の 均 等 割 額  

減少する事業税額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴い繰越控除される税額   過 不 足 均 等 割 額  

減少する事業税額のうち租税条約の実施に係る更正に伴い繰越控除される税額   過 不 足 県 民 税 額  

特 別 法 人 事 業 税 又 は 地 方 法 人 特 別 税  減少する法人税割額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴い繰越控除される税額  

摘             要 課税標準 税  率 税  額  減少する法人税割額のうち租税条約の実施に係る更正に伴い繰越控除される税額  

所 得 割 に 係 る 特 別 法 人 事 業 税 額 又 は 地 方 法 人 特 別 税 額 円 ／100 円  分

割

基

準 

 

事    業    税 県 民 税 

収 入 割 に 係 る 特 別 法 人 事 業 税 額 又 は 地 方 法 人 特 別 税 額  ／100   従業者の数・固定資

産 の 価 額 

事務所又は事業所の数、発電 

用固定資産の価額、軌道の延 

長キロメートル数      
従業者の数 

合 計 特 別 法 人 事 業 税 額 又 は 地 方 法 人 特 別 税 額   

仮 装 経 理 に 基 づ く 特 別 法 人 事 業 税 額 又 は 地 方 法 人 特 別 税 額 の 控 除 額   本 県    

差 引 特 別 法 人 事 業 税 額 又 は 地 方 法 人 特 別 税 額   総 数    

既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額又は地方法人特別税 額        

租税条約の実施に係る特別法人事業税額又は地方法人特別税額の控除額        

差 引 過 不 足 特 別 法 人 事 業 税 額 又 は 地 方 法 人 特 別 税 額        

減少する特別法人事業税額又は地方法人特別税額のうち仮装経理に基づく過大申告の更正に伴い繰越控除される税額        

減少する特別法人事業税額又は地方法人特別税額のうち租税条約の実施に係る更正に伴い繰越控除される税額        

過 少 （ 不 ） 申 告 加 算 金        

重 加 算 金        

延 滞 金 の 控 除 期 間 対 象 外 税 額       

県 民 税 全部適用・一部適用 年 月 日から  年 月 日まで        

事 業 税 
特 別 税 

全部適用・一部適用 年 月 日から  年 月 日まで        

指 定 納 期 限 年  月  日       

更 正 、 決 定 又 は 加 算 金 決 定 の 理 由        

注意 この通知書に記載された事項について不服があるときは、この納税通知書を受け取つた日の翌日から起算して３か月以内に埼玉県知事に対して審査請求をすることができます。この場合、
審査請求書（正副２通）はなるべく県税事務所を経由して提出してください。処分の取消しの訴えは、当該審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に、埼玉県を
被告として（埼玉県知事が被告の代表者となります。）提起することができます。 

    なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、①審査請求があつた日から３か月を経過しても裁決がない

   とき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の

   取消しの訴えを提起することができます。 
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別記様式第六十四号の三 

自動車税環境性能割 修正申告書 
    年  月  日 

 （宛先） 

  埼玉県自動車税事務所長 

 

３ 

登 録 番 号 又 は 車 両 番 号 申 告 年 月 日 新車・中古車区分 自動車・軽自動車区分 

受付

印 

 
大 宮 Ｍ 
熊 谷 Ｋ 
所 沢 Ｒ 
春日部 Ｂ 
川 越 Ｗ 
川 口 Ｃ 
越 谷 Ｙ 

   

ひら
がな 

      

年  月  日 
１ 新 車 １ 自 動 車 

 ２ 中古車 ２ 軽自動車 

 車 名 通 称 名  車  台  番  号   乗 車 定 員 

納

税

義

務

者 

住 所
又 は
所在地 

 
          人 

型 式 類 別 区 分 番 号 初  度  登  録  年  月 

アパー
ト 等 

フリガナ 電
話
番
号 

   年  月   
方  

棟  号 室 

 
修       正       申       告       額 

 
車両本体の標準額（ア） 付 加 物 の 価 額 （ イ ） 課税標準額（ア）＋（イ）① 

氏 名
又 は
名 称 

フリガナ 
億 千万 百万 十万 万 千 百 

０ 

十 

０ 

円 

０ 

 千万 百万 十万 万 千 百 

０ 

十 

０ 

円 

０ 

億 千万 百万 十万 万 千 百 

０ 

十 

０ 

円 

０ 
◯印  

修 正 申 告 額 既 に 納 付 の 確 定 し た 税 額 

定 置 場  ② 

税率 
 

１００ 

自動車税環境性能割額①×② ③ 課 税 標 準 額 

 

自動車税環境性能割額④ 

千万 百万 十万 万 千 百 

 

十 

０ 

円 

０ 

億 千万 百万 十万 万 千 百 

０ 

十 

０ 

円 

０ 

千万 百万 十万 万 千 百 

 

十 

０ 

円 

０ 
（

前

納

税

義

務

者

） 

譲

渡

者 

住 所
又 は
所在地 

 

 

この申告により納付すべき税額 
③－④ 

付加物の
内  訳 

１ エアコン                       

２ ステレオ（ＣＤプレーヤーを含む。） 

３ カーナビ 

４ その他（                      ） 

千万 百万 十万 万 千 百 十 

０ 

円 

０ 

氏 名
又 は
名 称 

フリガナ 

 所 有 者 コ ー ド  修 正 申 告 の 詳 細   収 納 印 表 示 欄 

     Ａ 取得価額 

Ｂ エネルギー消費効率 

Ｃ 車両重量 

Ｄ 車両総重量 

Ｅ 構造 

Ｆ 燃料の種類 

Ｇ  その他 

 

 

円 

km／ι 

kg 

kg 

 

 

 

 

 

 

取 得 の 原 因 

該当する番号を○で囲む。 
 １ 売買（割賦販売契約） ２ 売買（１以外） ３ 交換 ４ 贈与 
 ５ 相続 ６ 法人の合併・分割 ７ その他（         ） 

 

取得年月日 年   月   日  

販    売    業    者 

 住 所 
 氏 名 
（名 称） 
電話番号     （  ） 

   税 率               ％ ②  

 注意 当初申告との変更点を「修正申告の詳細」欄に記入してください。 

 

 

 



 

別
記
様
式
第
六
十
四
号
の
四
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
十
四
号
の
六
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、 

同
様
式
の
注
意
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
十
四
号
の
六
の
二
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改 

め
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
十
四
号
の
七
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、 

同
様
式
の
注
意
１
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
六
十
四
号
の
八
中
「 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
同
様
式
の
注

意
１
及
び
３
中
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

附
則
別
記
様
式
第
十
号
中
「 

 
 

 
 

 
」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附
則
別
記
様
式
第
十
一
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」 

に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

に
、
「 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一 

第
二
条
の
改
正
規
定 

令
和
二
年
四
月
一
日 

 

二 

第
十
三
条
の
六
の
改
正
規
定
並
び
に
別
記
様
式
第
三
十
四
号
の
二
及
び
別
記
様
式
第
三
十

六
号
の
二
の
改
正
規
定 

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

自
動

車
取

得
税

 
自

動
車

税
環

境
性

能
割

 

自
動

車
取

得
税

 
自

動
車

税
環

境
性

能
割

 

第
４

５
条

又
は

第
４

５
条

の
２

 
第

５
５

条
の

５
又

は
第

５
５

条
の

 

６
」

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

自
動

車
取

得
税

 
自

動
車

税
環

境
性

能
割

 

第
４

５
条

第
１

項
 

自
動

車
取

得
税

 
自

動
車

税
環

境
性

能
割

 

６
 

６」
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

第
５

５
条

の
５

第
１

項
 

自
動

車
取

得
税

徴
収

猶
予

通
知

書
 

自
動

車
税

環
境

性
能

割
徴

収
猶

予
通

知
書

徴
収

猶
予

通
 

自
動

車
取

得
税

 
自

動
車

税
環

境
性

能
割

 
第

１
８

 

条
の

５
 

第
２

２
条

の
６

 

自
動

車
税

納
税

義
務

 
自

動
車

税
（

種
別

割
）

納
税

義
務

 

第
２

３
条

の
３

」
 

す
る

自
動

車
税

 
す

る
自

動
車

税
 

（
種

別
割

）
 

第
２

３
条

の
２

 

書
 

自
動

車
取

得
税

 
自

動
車

税
環

境
性

能
割

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

令
和
元
年
七
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上

田

清

司 

  
 



１ 購入等件名及び数量 

  参議院議員通常選挙投票用紙印刷業務 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部市町村課選挙担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番 

 １号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和元年５月８日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  望月印刷株式会社 埼玉県さいたま市中央区円阿弥５丁目８番36号 

５ 契約金額 

  37,271,448円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

地方自治法施行令第167条の２第１項第５号に該当 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
元
年
七
月
三
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
元
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

大
里
用
水
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

熊
谷
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
元
年
七
月
三
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
元
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

秦
第
二
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

熊
谷
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
八
―
十
四
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字
根
金
字
二
本
木
千
五
百
七
十
五
―
一
他
二
十
七
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

五
十
二
・
九
四
立
方
メ
ー
ト
ル 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
号 

 
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
高
度
利
用
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市

計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号 

 
上
尾
市
か
ら
上
尾
都
市
計
画
高
度
利
用
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号 

 
春
日
部
市
か
ら
春
日
部
都
市
計
画
高
度
利
用
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号 

 
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。 

令
和
元
年
七
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

    



１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   埼玉県立特別支援学校塙保己一学園及び埼玉県立上尾特別支援学校スクール

バス運行業務委託 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   令和２年１月１日（水）から令和６年12月31日（火）まで。ただし、翌年度

以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 履行場所 

   埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

  入札金額については、履行期間全体の総価を記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パー

セントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 県立特別支援学校スクールバス運行業務入札参加資格等に関する公示（平成

30年埼玉県告示第549号）に基づき、一般競争入札参加資格者としてＡ等級に格

付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

⑸ 事故の発生又は発注者の要請があった場合に、迅速かつ適正に対応できる体

制を有すること。 



⑹ 本件業務について、仕様書等に示す各要求事項を確実に履行できることを証

明した者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

⑺ 県立特別支援学校スクールバス運行業務について、過去に当該業務の委託契

約に基づく業務改善モニタリングにより改善事項通知書の送付を受けたことが

ある場合において、当該業務の見直し等により必要な改善を行ったと県が認め

た者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所

並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県教育局県

立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 宍戸 電話048-830-6885（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

   上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札・開札の場所及び日時 

   埼玉県庁衛生会館３階531会議室 令和元年８月27日（火）午前９時15分 

⑷ 郵便による場合の入札書の宛先及び受領期限 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 令和元年８月

26日（月）午後５時（必着） 

  なお、書留郵便によること。 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を



上記３⑴の提出場所に令和元年８月１日（木）午後５時までに紙媒体で提出し、

競争入札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、

提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低 

  の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、本県

所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入した上、必要な書類を添

付して、令和元年７月19日（金）午後５時までに、上記３⑴の提出場所に提出

すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な請求書を受理した日から30日以内に当該委託料を受 

  注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

⑴ Nature and quantity of the services to be required：School bus  

service for ″Hanawa Hoki'ichi School for the Visually Impaired″and 

″Ageo School for Special Needs″ 

⑵ Time-limit for tender: 9:15 a.m., August 27, 2019(tender submitted  

by mail:5:00 p.m., August 26, 2019) 

⑶ Contact point for the notice: General Affairs Section, Special  

Support Education Division, Prefectural School Department, Saitama  

Board of Education, Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi,  



Saitama-ken 330-9301, Telephone 048-830-6885 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   埼玉県立熊谷特別支援学校スクールバス運行業務委託 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   令和２年１月１日（水）から令和６年12月31日（火）まで。ただし、翌年度

以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 履行場所 

   埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

  入札金額については、履行期間全体の総価を記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パー

セントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 県立特別支援学校スクールバス運行業務入札参加資格等に関する公示（平成

30年埼玉県告示第549号）に基づき、一般競争入札参加資格者としてＡ等級に格

付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

⑸ 事故の発生又は発注者の要請があった場合に、迅速かつ適正に対応できる体

制を有すること。 

⑹ 本件業務について、仕様書等に示す各要求事項を確実に履行できることを証



明した者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

⑺ 県立特別支援学校スクールバス運行業務について、過去に当該業務の委託契

約に基づく業務改善モニタリングにより改善事項通知書の送付を受けたことが

ある場合において、当該業務の見直し等により必要な改善を行ったと県が認め

た者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所

並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県教育局県

立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 宍戸 電話048-830-6885（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

   上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札・開札の場所及び日時 

   埼玉県庁衛生会館３階531会議室 令和元年８月27日（火）午前９時45分 

⑷ 郵便による場合の入札書の宛先及び受領期限 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 令和元年８月

26日（月）午後５時（必着） 

  なお、書留郵便によること。 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

上記３⑴の提出場所に令和元年８月１日（木）午後５時までに紙媒体で提出し、



競争入札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、

提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低 

  の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、本県

所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入した上、必要な書類を添

付して、令和元年７月19日（金）午後５時までに、上記３⑴の提出場所に提出

すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な請求書を受理した日から30日以内に当該委託料を受 

  注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

⑴ Nature and quantity of the services to be required：School bus  

service for ″Kumagaya School for Special Needs″ 

⑵ Time-limit for tender: 9:45 a.m., August 27, 2019(tender submitted  

by mail:5:00 p.m., August 26, 2019) 

⑶ Contact point for the notice: General Affairs Section, Special  

Support Education Division, Prefectural School Department, Saitama  

Board of Education, Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi,  

Saitama-ken 330-9301, Telephone 048-830-6885 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   埼玉県立大宮北特別支援学校スクールバス運行業務委託 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   令和２年１月１日（水）から令和６年12月31日（火）まで。ただし、翌年度

以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 履行場所 

   埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

  入札金額については、履行期間全体の総価を記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パー

セントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 県立特別支援学校スクールバス運行業務入札参加資格等に関する公示（平成

30年埼玉県告示第549号）に基づき、一般競争入札参加資格者としてＡ等級に格

付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

⑸ 事故の発生又は発注者の要請があった場合に、迅速かつ適正に対応できる体

制を有すること。 

⑹ 本件業務について、仕様書等に示す各要求事項を確実に履行できることを証



明した者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

⑺ 県立特別支援学校スクールバス運行業務について、過去に当該業務の委託契

約に基づく業務改善モニタリングにより改善事項通知書の送付を受けたことが

ある場合において、当該業務の見直し等により必要な改善を行ったと県が認め

た者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所

並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県教育局県

立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 宍戸 電話048-830-6885（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

   上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札・開札の場所及び日時 

   埼玉県庁衛生会館３階531会議室 令和元年８月27日（火）午前10時15分 

⑷ 郵便による場合の入札書の宛先及び受領期限 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 令和元年８月

26日（月）午後５時（必着） 

  なお、書留郵便によること。 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

上記３⑴の提出場所に令和元年８月１日（木）午後５時までに紙媒体で提出し、



競争入札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、

提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低 

  の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、本県

所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入した上、必要な書類を添

付して、令和元年７月19日（金）午後５時までに、上記３⑴の提出場所に提出

すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な請求書を受理した日から30日以内に当該委託料を受 

  注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

⑴ Nature and quantity of the services to be required：School bus  

service for ″Omiyakita School for Special Needs″ 

⑵ Time-limit for tender: 10:15 a.m., August 27, 2019(tender submitted  

by mail:5:00 p.m., August 26, 2019) 

⑶ Contact point for the notice: General Affairs Section, Special  

Support Education Division, Prefectural School Department, Saitama  

Board of Education, Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi,  

Saitama-ken 330-9301, Telephone 048-830-6885 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   埼玉県立越谷西特別支援学校スクールバス運行業務委託 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   令和２年１月１日（水）から令和６年12月31日（火）まで。ただし、翌年度

以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 履行場所 

   埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

  入札金額については、履行期間全体の総価を記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パー

セントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 県立特別支援学校スクールバス運行業務入札参加資格等に関する公示（平成

30年埼玉県告示第549号）に基づき、一般競争入札参加資格者としてＡ等級に格

付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

⑸ 事故の発生又は発注者の要請があった場合に、迅速かつ適正に対応できる体

制を有すること。 

⑹ 本件業務について、仕様書等に示す各要求事項を確実に履行できることを証



明した者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

⑺ 県立特別支援学校スクールバス運行業務について、過去に当該業務の委託契

約に基づく業務改善モニタリングにより改善事項通知書の送付を受けたことが

ある場合において、当該業務の見直し等により必要な改善を行ったと県が認め

た者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所

並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県教育局県

立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 宍戸 電話048-830-6885（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

   上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札・開札の場所及び日時 

   埼玉県庁衛生会館３階531会議室 令和元年８月27日（火）午前10時45分 

⑷ 郵便による場合の入札書の宛先及び受領期限 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 令和元年８月

26日（月）午後５時（必着） 

  なお、書留郵便によること。 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

上記３⑴の提出場所に令和元年８月１日（木）午後５時までに紙媒体で提出し、



競争入札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、

提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低 

  の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、本県

所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入した上、必要な書類を添

付して、令和元年７月19日（金）午後５時までに、上記３⑴の提出場所に提出

すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な請求書を受理した日から30日以内に当該委託料を受 

  注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

⑴ Nature and quantity of the services to be required：School bus  

service for ″Koshigayanishi School for Special Needs″ 

⑵ Time-limit for tender: 10:45 a.m., August 27, 2019(tender submitted  

by mail:5:00 p.m., August 26, 2019) 

⑶ Contact point for the notice: General Affairs Section, Special  

Support Education Division, Prefectural School Department, Saitama  

Board of Education, Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi,  

Saitama-ken 330-9301, Telephone 048-830-6885 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校スクールバス運行業務委託 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   令和２年１月１日（水）から令和６年12月31日（火）まで。ただし、翌年度

以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削除があった

場合は、当該契約を解除する。 

 ⑷ 履行場所 

   埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

  入札金額については、履行期間全体の総価を記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パー

セントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 県立特別支援学校スクールバス運行業務入札参加資格等に関する公示（平成

30年埼玉県告示第549号）に基づき、一般競争入札参加資格者としてＡ等級に格

付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

⑸ 事故の発生又は発注者の要請があった場合に、迅速かつ適正に対応できる体

制を有すること。 

⑹ 本件業務について、仕様書等に示す各要求事項を確実に履行できることを証



明した者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

⑺ 県立特別支援学校スクールバス運行業務について、過去に当該業務の委託契

約に基づく業務改善モニタリングにより改善事項通知書の送付を受けたことが

ある場合において、当該業務の見直し等により必要な改善を行ったと県が認め

た者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所

並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県教育局県

立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 宍戸 電話048-830-6885（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

   上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札・開札の場所及び日時 

   埼玉県庁衛生会館３階531会議室 令和元年８月27日（火）午前11時15分 

⑷ 郵便による場合の入札書の宛先及び受領期限 

  埼玉県教育局県立学校部特別支援教育課総務・振興助成担当 令和元年８月

26日（月）午後５時（必着） 

  なお、書留郵便によること。 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

上記３⑴の提出場所に令和元年８月１日（木）午後５時までに紙媒体で提出し、



競争入札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、

提出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低 

  の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、本県

所定の競争入札参加資格審査申請書に必要事項を記入した上、必要な書類を添

付して、令和元年７月19日（金）午後５時までに、上記３⑴の提出場所に提出

すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な請求書を受理した日から30日以内に当該委託料を受 

  注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

⑴ Nature and quantity of the services to be required：School bus  

service for ″Tokorozawa ozora School for Special Needs″ 

⑵ Time-limit for tender: 11:15 a.m., August 27, 2019(tender submitted  

by mail:5:00 p.m., August 26, 2019) 

⑶ Contact point for the notice: General Affairs Section, Special  

Support Education Division, Prefectural School Department, Saitama  

Board of Education, Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi,  

Saitama-ken 330-9301, Telephone 048-830-6885 
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１ 購入等件名及び予定数量 

  埼玉県警察本部分庁舎（宮原）ほか44施設で使用する電気 契約電力6,869キロ

ワット 予定使用電力量23,608,577キロワット時 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度第一係 埼玉県さいたま市浦和区高砂

３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和元年６月３日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

５ 落札金額 

  401,911,619円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成31年４月16日 
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六
番
一
、
二
百
六
十
七
番
、
二
百
六 

 

十
九
番
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
百
間
五
丁
目
七
番
二
十
二
号 

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
ハ
イ
ツ

二
〇
一
号 

 
 

野
口 

雄
太 
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